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第１編 総論 
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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の背景                        

「障害者施策」は、乳幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層を対象とし、しかもそれぞれの障

害の内容や置かれた状況も多様であるため、障害者施策に対するニーズも多様化しています。また、

障害のある人やその家族の意識は、確実に変わってきており、「より自分らしく生きたい」といっ

た意識が高まり、特に生活の質 (QOL) の向上に強い関心が寄せられています。同時に障害のある

人の高齢化や障害の重度化・重複化の傾向が進むとともに、介護者の高齢化も顕著となり、親亡き

後への生活不安も強くあります。このような社会の状況を踏まえ・・・・ 

 国では・・・・平成 15 年に「支援費制度」が施行  

⇒個人の尊厳を尊重し、自分らしい自立した生活を送ることができるよう社会

で支えあう新たな枠組みを構築  

・・・・平成 18年４月に「障害者自立支援法」が施行 

 ⇒「身体・知的・精神 3つの障害福祉サービスの一元化」「地域福祉を実現」「費

用を皆で負担し、支えあう仕組みの強化」 

２ 計画策定の趣旨                        

本市長野市では、少子・高齢社会、情報化社会の進展、介護保険制度の開始等、障害のある人を

取り巻く社会環境が大きく変わる中で、障害者施策を長期的展望に立って総合的かつ計画的に進め

ていくことが求められ、平成 13 年度から平成 22年度までの「第三次長野市障害者行動計画」を策

定し、諸施策を総合的、計画的に進めてきました。この間、支援費制度の導入、障害者基本法の改

正、発達障害者支援法、障害者自立支援法及びバリアフリー新法の施行、国連での障害者権利条約

の採択や地域生活への移行促進など、障害のある人や障害者福祉を取り巻く状況は、ますます大き

な変革を遂げています。そのため、このような変化に的確に対応して障害者施策を推進するため、

長野市障害福祉推進のためのアンケート調査を実施するとともに、計画策定（推進）部会、庁内策

定（推進）会議、各障害者団体、障害者施設等へのヒアリング調査を行い、様々な立場の市民の皆

さんからの意見を参考にして、本計画を策定するものです。 

３ 計画の位置づけ                        

本計画は、障害者基本法第９11 条第３項に基づく「市町村障害者計画」として長野市における障

害者施策の基本的な計画となるものです。 

 また計画は、国の「障害者基本計画」や「重点施策実施５ヵ年計画」、長野県の「障害者プラ

ン後期計画」等の内容を十分に踏まえながら「第四次長野市総合計画」の具体的な部門別計画とし

て位置付け「長野市地域福祉計画」をはじめ各分野の関連計画と整合・調整を図りながら策定する

ものです。 

 なお、障害福祉サービス及び地域支援事業のサービス見込み量、並びに円滑な実施(新体系への

移行)については、障害者自立総合支援法第 88条に基づく「市町村障害福祉計画」として平成 2227

年度に策定した「第二四期長野市障害福祉計画」において明らかにしています。 
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障害者基本計画施策に関する制度の改正 

平成 23 年度から平成 32 年度までを計画期間とする「長野市障害者基本計画」は、平成 27 年度

を中間見直しの時期とし、それまでに行われた障害者基本法の改正等の制度改正を平成 28 年度以

降の 5年間の計画に新たに組み込みます。 

主な制度改正の内容は以下のとおりです。 

① 障害者基本法の改正                        

 平成23年７月、障害者基本法の一部を改正する法律が成立し、同年８月に施行されました。改正

された障害者基本法のうち、長野市では特に以下の内容について計画に重要であると考えています。 

１ 「目的規定の見直し」（第1条関係） 

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会を実現する 

２ 「障害者の定義の見直し」（第2条関係） 

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者で

あって、障害及び社会的障壁（障害がある者にとって障壁となるような事物（利用しにくい建

物や設備など）・制度（障害を理由に法律等で制限されること）・慣行（習慣や文化など）・観

念（障害のある人に対する偏見・誤解・差別など）・その他一切のもの）により継続的に日常

生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの 

３ 「地域社会における共生等」（第3条関係） 

全て障害者は、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会

が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図ら

れること 

４ 「差別の禁止」（第4条関係） 

障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をして

はならない。また、社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなけれ

ばならない。 

② 障害者虐待防止法の施行                   

虐待を受けた障害者に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障

害者虐待の防止等に関する施策を促進するため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支

援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が、平成 23 年６月に成立し、平成 24年 10 月から施行さ

れています。 

障害者虐待防止法では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待

の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対す

る通報義務を課すなどとしています。 
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③ 障害者自立支援法から総合支援法に改正                  

平成 24年 6 月に、これまでの「障害者自立支援法」が、「障害者総合支援法」となり、平成 25

年 4 月に施行されました。 

 このことにより、法の目的として、「自立」の代わりに「基本的人権を享受する個人としての尊

厳」が明記されるとともに、「地域生活支援事業による支援」が「障害福祉サービスに係る給付」

に加えられ、それらの支援を総合的に行うことになりました。 

 さらに、基本理念が創設され、「全ての国民が、障害の有無にかかわらす、等しく基本的人権を

享有するかけがえのない個人として尊重されるもの」であること、「全ての国民が、障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなから共生する社会を実現」する

こと、「障害者及び障害児が可能な限り身近な場所で支援を受けられる」こと、「社会参加の機会の

確保」、「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共

生することを妨げられない」こと、「社会的障壁の除去」などが掲げられました。 

④ 第三次障害者基本計画の策定                      

国では、障害者基本法に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本

計画を定めており、平成 25 年に、平成 25 年度から平成 29 年度までの概ね５年間に講ずべき障害

者施策の基本的方向について定めた第三次障害者基本計画が策定されました。障害者基本法の改正

や障害者差別解消法の制定等を踏まえ、「安全・安心」、「差別の解消及び権利擁護の推進」、「行政

サービス等における配慮」の３つの施策分野が新設されています。

⑤ 優先調達推進法の制定                       

平成 25 年４月 1 日に、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害

者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定める「国等による障害者就労施設等

からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下「優先調達推進法」という。）」が施行されました。

この法律により、国や地方公共団体などに障害者就労施設等からの物品等の調達を推進する義務が

課されています。 

⑥ 障害者権利条約の批准                       

障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を

促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約で、平成 18

年に国連総会において採択されました。日本は平成 26 年１月 20日に批准書を寄託し、平成 26 年

２ 月 19 日に効力を生ずることになりました。
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⑦ 障害者差別解消法の制定                         

平成 25 年６月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」

という。）」が制定され、一部施行されました。法律全体の施行は、平成 28 年 4 月 1 日に施行とな

りました。この法律は、差別を解消するための措置を具体化するとともに、差別を解消するための

支援に関する措置も明示し、障害を理由とした差別の解消を目指しています。 

⑧ 障害者雇用促進法の改正                      

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改

善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、

精神障害者を法定雇用率に加える等の措置を講ずることを盛り込み、「障害者の雇用の促進等に関

する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）が改正され、平成 28 年４月に施行されます。 

その他の施行、策定された制度

長野市障害者基本計画が策定された平成 23 年度までに施行、策定された法律を以下に記載しま

す。現在も、施策や事業、そして障害のある方々の生活に大きく関わる法律です。 

発達障害者支援法の施行                       

発達障害は、症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることから、

発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにする

とともに、学校教育における発達障害者児への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援セ

ンターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活

全般にわたる支援を図ることを目的に、平成 17 年 4 月より発達障害者支援法が施行されました。 

バリアフリー新法の策定

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行）

「高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法) 

と、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通

バリアフリー法)が廃止され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」として

一本化され、平成 18年 12 月 20 日から施行されています。 
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見直しのポイント作成ページ（コンサルにおいて調整中） 

○ 制度改正に対応した。

○ 第３編各章の事業のうち、評価・点検の目安となる

指標として、現在値（H26）、目標値（H32）を記載 

評価（進捗確認）方法 

（例） 実績値 － 現在値 ／ 目標値 － 現在値 

○ 第３編各事業の区分「継続」、「新規」に加え、「拡大」、「縮小」、「廃

止」、「廃止予定」を加えた。 

○ 見直しにより、新たな事業を追加した。 
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障害者福祉関連計画の動き 

年度 H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30H31H32

障害者基本法の改正

障害者雇用促進法の改正

県

▲長野市障害福祉計画

▲第４次長野市総合計画

市
障害福祉課

市

国

▲長野県障害福祉計画

▲長野市介護保険事業計画

▼長野県障害者プラン

▼長野市地域福祉計画

長野市・子ども子育て支援事業計画▼

▲長野市次世代育成支援計画（ながの子ども未来プラン）

前期行動計画
市

保健家庭
支援課

第1次 第2次 第3次
市
厚生課

後期行動計画

第3次

第2期

▼長野市高齢者福祉計画

第7次 第8次

第3期 第4期 第5期 第6期 第7期

第4次 第5次 第6次市
高齢者福祉課
介護保険課

5期4期3期2期1期

後期基本計画前期基本計画第3次長野市総合計画

長野市第3次障害者行動計画 長野市障害者基本計画（10年間）

第4期第3期

前期計画 後期計画 長野県障害者プラン2012

第1期 第2期

 障害者差別解消法

 障害者優先調達推進法

バリアフリー新法

第二次障害者基本計画

 障害者権利条約の批准

支援費制度 障害者自立支援法 障害者総合支援法

 発達障害者支援法

第三次障害者基本計画

 障害者虐待防止法

デザイン作成中（関連計画の時系

列内容を追加しています）



8 

第２章 計画の概要 

１ 基本理念                           

ひとりひとりの個性を認め合い、すべての人の人権が尊重され、誰もが安心し笑顔で輝きながら、

元気に暮らしていけるまちづくりを目指す。 

２ 計画の期間                          

平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間とします。 なお、平成 27 年度には中間の見直し

を行う予定です。

平成 23 年度から平成 32年度までの 10 年間を計画期間とします。なお、平成 27 年度を中間見直

しの時期とし、法改正等の変更点を踏まえて平成 28 年度から平成 32年度までの 5年間の計画を実

施していきます。

３ 基本的視点                          

計画の基本理念を実現するために、次のような基本的な視点に立ち、施策の充実を図ります。 

基本的視点１ ひとりひとりの尊重 

地域生活においては、「障害のある人」という区分は存在せず、その人の置かれている状況や要

望に応じて、必要とされているサービスは様々です。必要とする人にできる限り適切な支援が届く

よう、ひとりひとりの状況やその家族の状況の的確な把握に基づいた施策展開を図ります。 

基本的視点２ 地域生活移行の推進 

自立支援法障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、地域生活支援事業の充実した展開を図

るとともに、保健・ 医療や教育等とも連携した各種施策を推進し、地域生活移行の促進に努めま

す。 

基本的視点３ 地域で支えあう福祉の推進

地域における福祉の推進には、当事者や事業者、行政のみならず、ボランティア等、様々な団体

や組織、そして市民の参画が不可欠です。地域で活動する様々な団体や組織、ひとりひとりの住民

と協働した施策展開に取り組みます。 
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４ 基本目標                          

すべての人が自分らしく暮らしていけるまちづくりを目指して、次の 6つを基本目標とします。 

①権利・理解の促進 ~ ~ともに生きる心を育むために  

すべての人が住みよい社会にするために、障害者理解の促進、権利擁護の推進及び成年後見制

度の利用促進を図ります。 

② 相談・福祉サービスの充実 ~ ~地域で自立するために  

相談支援体制の強化及び充実、障害福祉サービスの充実を図ります。 

③くらしの充実 ~ ~安山して生活するために  

障害のある人が安心して暮らしていける生活基盤の整備と生活の質が向上する社会参加の促

進を図ります。 

④教育・育成の充実 ~ ~生きる力を育てるために  

ライフステージ※１に応じた一貫した支援体制の構築、早期発見、早期療養による障害の軽減、

教育的支援の充実を図ります。 

⑤ 就労・日中活動の充実 ~ ~積極的に活動するために  

障害のある人の雇用機会の拡大に向けて、相談・実習体制の充実、雇用の場の開拓を図ります。

また、日中活動の充実や工賃アップのため、受託作業の安定化と販路の拡大を図ります。 

⑥ ユニバーサルデザインのまちづくり ~ ~安心して活動できるために  

すべての人が安心して暮らしていけるように移動交通手段の充実、情報のバリアフリーの推進

等、ユニバーサルデザインの推進を図ります。 
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5 進捗状況の点検・評価                          

障害者基本計画は、保健・医療・福祉・雇用・教育、生活環境等幅広い分野にわたるため、長

野市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会において、進捗状況を協議するとともに、障害のある

人や福祉関係団体、民間事業主等を含めた多くの関係者と連携を図りながら、総合的かつ効率的

に計画を推進します。 

長野市障害者基本計画 

策定（推進）部会

◯連携による事業の推進 

◯計画の進捗状況の確認・評価  ◯計画の見直し   など

長野市障害者基本計画 

庁内策定（推進）会議

◯計画の進捗状況の確認・評価 

◯計画の推進に対する意見・要望・提言       など

長野市社会福祉審議会 

障害者福祉専門分科会

◯計画の進捗状況の確認・評価 

◯事業所に対する意識啓発など市と連携した取り組み  など

市民（当事者）・地域・事業所等 ◯アンケート調査への回答  ○ヒアリング調査への回答

◯家庭・事業所等における主体的な取り組み           など

計画の推進状況の成果指標 

成果指標については、アンケート結果から現況値が導き出せる項目を設定しています。 以下の

成果指標により計画の推進状況を把握し、施策に反映します。 

基本目標１ 権利・理解の促進 

成果指標 内容 項目 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

権利擁護・成年

後見制度等の市

民の認知度 

権利擁護・成年

後見制度等を

知っている市

民の割合 

権利擁護・成

年後見制度 
25％ 

32％ 

（30％以上） 
37％以上

障 害 者 週 間

(12/3~12/9)
17％ 

10％ 

（22％以上） 
22％以上

目標値設定の 

考え方

障害者週間事業を充実させることにより、権利擁護・成年後見制度の周知

を図り、1年で 1％以上の上昇を見込み、目標値をそれぞれ 30％以上、22％以

上と設定しました。

権利擁護・成年後見制度の周知は H22 と比べて 7％上昇しているので、今後

も 1年で 1％上昇を見込み、H32 目標値を 37％以上に設定しました。 

しかし、障害者週間の周知が H22と比べて 7％下降しているため、障害者週

間事業の充実を図り、中間目標値 22％以上を引き続き目指します。 
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成果指標 内容 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

障害に対する市

民の理解度 

障害に対する市民の理解があ

ると当事者が感じる割合 
39％ 

30％ 

（44％以上） 
44％以上

目標値設定の 

考え方

障害に対する市民の理解があると感じる当事者の割合を１年で１％以上の

上昇を見込み、目標値を４４％以上と設定しました。

H22と比べて 9％下降しているため、障害に対する市民の理解の促進を図り、

中間目標値 44％以上を引き続き目指します。

基本目標２ 相談・福祉サービスの充実

成果指標 内容 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

障害のある人に

対する相談体制

の充実度 

困ったときの相談体制につい

て満足している当事者の割合 
32％ 

25％ 

（37％以上） 
37％以上

目標値設定の 

考え方

困ったとき、当事者が相談する場所又は相談体制の充実度について、当事

者の満足している割合を１年で１％以上の上昇を見込み、目標値を３７％以

上と設定しました。

H22 と比べて 7％下降しているため、困ったときの当事者が相談する場合ま

たは相談体制の充実を図り、中間目標値 37％以上を引き続き目指します。 

基本目標３ くらしの充実 

成果指標 内容 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

市民と障害のあ

る人との関わり 

直近の１年間に障害のある人

と一緒に活動したことがある

市民の割合 

21％ 
17％ 

（26％以上） 
26％以上

目標値設定の 

考え方

ふれあいまつり開催事業等を通じて市民と障害のある人との交流の機会を

提供し、１年で１％以上の上昇を見込み目標値を２６％以上と設定しました。

H22 と比べて 4％下降しています。今後、ふれあいまつりも開催されないた

め、それに代わる市民と障害のある人との交流の場の提供を図りながら、中

間目標値 26％以上を引き続き目指します。
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成果指標 内容 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

障害者スポーツ

や趣味等の余暇

活動への参加頻

度 

スポーツ、レクリエーション、

趣味等の活動をしている当事

者（おとな）の割合 

42％ 
47％ 

（50％以上） 
50％以上

当事者（子ども）の割合  44％ 50％以上

目標値設定の 

考え方

H22 と比べて 5％上昇しているため、引き続き余暇活動へ参加している当事

者の割合が半数以上になるよう障害のある人の社会参加の促進を促します。 

基本目標４ 教育・育成の充実 

成果指標 内容 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

障害児及び保護

者の学校での満

足度 

学校では、能力や障害の状況に

あった支援がされていると感

じている障害児及び保護者の

割合 

44％ 
82％ 

（50％以上） 
87％

目標値設定の 

考え方

能力や障害の状況にあった支援がされていると感じている障害児及び保護

者の割合が半数以上になるよう目標値を５０％以上と設定しました。は、H22

と比べて 38%上昇しています。今後も 1 年で 1％以上の上昇を見込み、H32 目

標値 87％に設定しました。
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基本目標５ 就労・日中活動の充実 

成果指標 内容 障害種別 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

障害のある人の

就労者数の増加

度

現在の日中活

動状況につい

て、一般の会社

で就労してい

る６０歳未満

の当事者の割

合 

身体障害者 32％ 
42％ 

（37％以上） 
47％以上

知的障害者 12％ 
18％ 

（17％以上） 
23％以上

精神障害者 9％ 
14％ 

（14％以上） 
19％以上

目標値設定の 

考え方

一般の会社で就労している６０際未満の当事者の割合をは、H22 と比べて、

身体障害者が 10％上昇、知的障害者が 6％上昇、精神障害者が 5％上昇しまし

た。今後も就労者数の増加を目指して、１年で１％以上の上昇を見込み、目

標値を設定しました。 

基本目標６ ユニバーサルデザイン*1のまちづくり 

成果指標 内容 項目 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

ユニバーサルデ

ザイン等の市民

認知度

ユニバーサル

デザイン等を

知っている市

民の割合

ユニバーサル

デザイン
31％ 

34％ 

（36％以上） 
36％以上

バリアフリー

新法＊2
23％ 

20％ 

（28％以上） 
28％以上

目標値設定の 

考え方

１年で１％以上の上昇を見込み目標値を設定し、ユニバーサルデザインの

まちづくりを理解してもらうことを目指します。

H22 と比べて、ユニバーサルデザインの認知度が 3％上昇し、バリアフリー

新法の認知度が 3％下降しています。今後も「ユニバーサルデザインのまちづ

くり」の理解の促進を図るため、それぞれの中間目標値を引き続き目指しま

す。

成果指標 内容 
H22 

過去値 

H27 現状値 

（H22 の中間目標値）

H32 

目標値 

障害のある人の

まちづくりに対

する満足度 

外出時に困ったり、不便に感じ

ている当事者（おとな）の割合
69％ 

60％ 

（64％以下） 
50％以下

当事者（子どもの保護者）の割

合 
 57％ 50％以下

目標値設定の 

考え方

外出時に当事者が困ったり、不便に感じる割合を１年で１％以上の減少を

見込み目標値を設定し、当事者が満足するまちづくりを目指します。は、H22

と比べて 9％降下し、中間目標値に到達しましたが、子どもを持つ保護者につ

いては 57％とそれぞれ半数以上なので、今後は 50％以下を目指します。

【現状値の出典】「長野市障害者福祉推進のためのアンケート調査結果」 

＊注釈がない  
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計画の体系 

長野市障害者基本計画 「笑顔と元気がいっぱい！幸せ ながのプラン」 

笑
顔
で
輝
き
な
が
ら
、
元
気
に
暮
ら
し
て
い
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
。

ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
性
を
認
め
合
い
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
誰
も
が
安
心
し

１ 権利・理解の促進 ～ともに生きる心を育むために～

（１）障害のある人の権利を守る

（２）障害を理解する

２ 相談・福祉サービスの充実 ～地域で自立するために～

（１）相談支援体制の促進

（２）福祉サービスの充実

3 くらしの充実 ～安心して生活するために～

（１）生活基盤の整備

（２）社会参加のために

4 教育・育成の充実 ～生きる力を育てるために～

（１）母子保健事業・早期療育体制の充実

（２）福祉サービスの充実

（３）教育的支援の充実

5 就労・日中活動の充実 ～積極的に活動するために～

（２）日中活動の充実

（３）工賃アップ

（１）雇用機会の拡大に向けて

（４）優先調達の推進

6 ユニバーサルデザインのまちづくり ～安心して活動できるために～

（１）ユニバーサルデザインの推進

（２）地域生活の推進

（３）コミュニケーション支援の充実

デザイン作成中（「優先調達の推

進」を加えました）
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第２編 障害のある人の状況 
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第１章 人口構造 

１ 長野市の人口                         

① 人口の推移

平成 22年 10 月 1 日平成 27 年 4月 1 日現在の本市長野市の総人口 388,526382,738 人です。 年

齢構成 0~14 歳までの「年少人口」、15~64 歳までの「生産年齢人口」、65 歳以上の「老年人口」

の 3区分では、老年人口が増加する中で、年少人口が減少しています。今後もこの傾向は進み、平

成 32 年には約 3割が 65歳以上になることが予想されます。

※ 平成 12 年、17 年は国勢調査による人口、平成 22 年は住民基本台帳に外国人を加えた人口、平成 27年は長野市平成

26年人口動態結果報告書によります。国勢調査は年齢不詳があるため、総数と内訳は一致しません。

※ 平成 27 年、平成 32 年は長野市企画課の推計です。

59,035 56,369 54,185 51,096 42,545

253,393 244,991 239,620 226,689
208,425

75,440 85,189 94,727 104,953 
113,543 

387,911 386,572 388,532 382,738 
364,513 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

総人口

65歳以

15歳～64

0歳～14

（単位：人）
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第２章 長野市の障害のある人の状況 

１ 身体障害者                          

市内の身体障害者手帳の所持者から把握した身体障害者数は、平成 22年 3 月 31 日現在 16,365

人平成 27 年 3月 31 日現在 16,982 人 で、長野市の総人口の 4.29%4.44%を占めています。

①年度別障害種類別数 

年度別に障害種類の状況をみると、内部機能障害者と下肢機能障害者数が増加傾向にあります。

※内部障害とは、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、免疫の各機能障害をいいます。 

※聴覚障害には、平衡機能及び音声、言語、そしゃくの各機能障害が含まれます。 

②年度別等級別数 

平成 21 年度の等級別の状況を見ると、１・２級の重度障害者が 6,700 人で全体の 40％を占めて

います。１級と３級、４級は年々増加傾向にあります

平成 24 年を境に 1級～6級すべての割合の変動が少ない傾向です。１・２級の重度障害者は 6709

人で、全体の 39.5%を占めています。これは平成 16 年～平成 21 年の割合からほぼ変わっていませ

ん。 

4,594 4,596 4,666 4,638 4,611 

2,277 2,192 2,194 2,140 2,098 

3,781 3,768 3,823 3,820 3,733 

4,295 4,311 4,440 4,414 4,376 

1,235 1,209 1,217 1,185 1,212 
985 953 957 942 952

17,167 17,029 17,297 17,139 16,982 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

合計

６級

（単位：人）

４級

３級

２級

１級

５級

989 982 970 978 970
1,529 1,495 1,512 1,476 1,467 

2,357 2,266 2,250 2,139 2,031 

2,751 2,737 2,738 2,666 2,623 

4,895 4,926 5,086 5,145 5,090 

4,646 4,623 4,741 4,735 4,801 

17,167 17,029 17,297 17,139 16,982 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

合計数

内部機能障害者

（単位：人）

下肢機能障害者

上肢機能障害者

体幹機能障害

聴覚機能障害者

視覚機能障害者
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③平成21２６年度年齢別等級別数

年齢別にみると、 60歳以上の方が手帳保持者の 80 81.9%を占めています。

④平成21２６年度原因別数 

原因別にみると、災害や事故等によるものが約５4.2 %であるのに対して、疾患によるものが

9095.8%を占め、中でも後天性疾患が大きな割合を占めています。

※ 原因が重複している者もいるため、他表の合計とは異なります。

676 428 
171 

5,894 

7,336 

1,766 

6709

8109

2164

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

１・２級 ３・４級 ５．６級

合計

後天性疾患

先天性疾患

戦災

戦傷・戦病

その他の事故

労働災害

交通災害

（単位：人）

1142

2245
438

982

831

2154

349 355

1051

2314

502

542

58 154 63 33 

647 788 

1,316 1,230 

3,954 

8,739 

０～５ ６～１４歳 １５～１７歳 １８～１９歳 ２０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳～

合計

６級

５級

４級

３級

２級

１級

（単位：人）
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２ 知的障害者                         

市内の療育手帳の所持者から把握した知的障害者(児)数は、平成 2227 年 3 月 31 日現在

2,8083,234 人で、 長野市の総人口の 0.720.84%を占めています。 

①年度別程度別数 

年度別の状況をみると、知的障害者は年々増加しています。また、程度別にみるといずれの程度

もほぼ同じ割合で増加しています。 

＊児：知的障害児（１８歳未満）、者：知的障害者（１８歳以上） 

②平成21２６年度年齢別程度別数 

年齢別にみると、軽度、中度、重度の方とも 20歳~39 歳までの世代が全体の 3537.4%となって

を占めています。これは、平成 21年度の割合より増加しています。

175
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３ 精神障害者                         

市内の精神障害者通院医療費公費負担の通院者数から把握した精神障害者数は、平成 2227 年３

月 31 日現在 5,2896,153 人で、長野市の総人口の 1.361.61%を占めています。

①度別精神障害者通院医療費公費負担

精神障害者通院医療費公費負担の平成 2126 年度の通院者数は 4,8016,153 人(内、新しい方は

488645 人)です。 

②精神障害者保健福祉手帳年度別所持者数 

等級別の状況をみると、１級と２級がそれぞれ４割強 40%以上を占めています。また、１級と２

級は年々増加傾向にあります。
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③年齢別等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数 

年齢別にみると、40 歳~64 歳までの世代が全体の 55%を占めています。 
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４ 難病患者                            

特定疾患治療研究事業医療費受給者数は、平成 2125 年 3月 31 日現在 2,1222,637 人で、人口の

0.55％を占めています。平成 21 年から約 500 人ほど増加しています。

①年度別患者数

難病患者数は年々増加傾向にあります。 

障害者基本法の改正（平成 23 年）や障害者総合支援法の施行（平成 25年）により、対象疾患数

が増加し、平成 27 年 7月には 332 疾患が対象になりました。
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②年度別重症患者認定者数 

平成 2125 年度の重症患者認定者数は 181156 人となっています。 

2,110 2,251 2,371 
2,524 2,637 

181 
168 

187 
160 

156 

2,110 
2,251 

2,371 
2,524 

2,637 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

合計

重症患者

認定者数

受給者数

（単位：人）



24 

第３編 各論 

写真１ 

写真の説明 

第１章 権利・理解の促進 ~ ~ともに生きる心を育むために

第２章 相談・福祉サービスの充実 ~ ~地域で自立するために

第３章 くらしの充実 ~ ~安心して生活するために

第４章 教育・育成の充実 ~ ~生きる力を育てるために

第５章 就労・日中活動の充実 ~ ~積極的に活動するために

第６章 ユニバーサルデザインのまちづくり ~ ~安心して活動できるために
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写真２ 

写真の説明 

写真３ 

写真の説明 
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第１章 権利・理解の促進

~ともに生きる心を育むために~ 

写真４ 

写真の説明 

写真５ 

写真の説明 
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第１節 障害のある人の権利を守る

現状と課題

1 障害のある人への差別や虐待の禁止  

・  国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務

を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課す「障

害者虐待防止法」が施行されました。 

このことを受け、障害者虐待対応の窓口等となる「長野市障害者虐待防止センター」を障害

福祉課に設置して、虐待事案の対応、指導及び関係機関との調整にあたっています。 

 また、「長野市障害者虐待防止サポートセンター」を設置して、長野市障害者虐待防止セン

ターが行う調査、事案対応のサポートとともに、障害者の虐待に関する無料相談窓口として

業務を行っています。 

 更に、障害福祉課、警察をはじめ地域において障害者虐待事案の対応に関わる、各種行政

機関、司法、医療関係者などによる、「長野市障害者虐待防止連携協議会」を組織して、虐待

対応における情報交換のほか、虐待事案が発生したときには、関係する機関が早急に集まり、

対応の協議を行う体制をとっています。 

 平成 28年４月に、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推

進することを目的として、「障害者差別解消法」が施行されました。 

 このことを受け、障害者差別対応の相談窓口を障害福祉課に設置しました。 

 また、各省庁、県とともに、障害のある人に対する合理的な配慮の具体的な例を示す、「職

員対応要領」を作成して市民対応などにおいて障害を理由とする差別を防止するとともに障

害のある人に対する合理的な配慮の徹底を図っています。 

 障害のある人への差別や虐待の解消のための市民の理解においては、まだ十分でない状況

にあります。 

2 当事者の要望を反映する手段の確保  

・ 当事者の要望や願いを伝える機会や手段が少なく、また、情報が全般的に不足しており、自己

決定を適切にすることが難しくなっています。特に施設で生活している当事者は情報の入手が困

難な状況にあります。  

・  ピア・サポートの機会が少なく、当事者団体の活動へのサポートも不足しています。当事者・

サポーターの両面から活動の核となる人材を育成する必要性がありますが、まだ十分ではありま

せん。 

3 成年後見制度の浸透 

・  成年後見支援センターを設置し、相談サポート支援を実施したことで、成年後見人制度の認知

度は向上しています。成年後見制度相談件数は増加していることから、今後は、相談を経て、成

年後見制度を申し立てる人の増加も想定されます。 



28 

4 選挙や行政への参加の推進  

・  投票所がバリアフリーではなかったり、車いすで投票できる環境が整っていないなど、一部に

障害のある人が投票に行きづらい状況があります。また、市の選挙では音声朗読テープでの選挙

公報は用意されますが、要約などには法律の制限があり、現状では、誰にでも分かりやすい選挙

公報を用意するのは難しくなっています。  

・  公共施設の建設や行政施策を策定する前に、当事者の意見を伝える機会や手段がまだ少なく、

当事者の願いが直接施策に反映されにくい状況となっています。 

今後の施策の方向性（10５年後の目標）

1 障害のある人への差別や虐待の禁止 

・  障害のある人への差別や虐待を防止するために、相談窓口機能と関係者、関係機関との連携の

強化を図るため、虐待防止と差別防止機能の相互連携を図り、一元化を進める方向で検討してい

きます。さらに、サポートセンター機能を充実して、障害者の権利を守るための専門的に従事で

きる職員の育成と、事業所、一般企業及び市民に対する啓発活動を強化していきます。 

2 当事者の要望を反映する手段の確保  

・  当事者の要望を聞き入れ、スムーズに関係機関に繋いでいきます。また、行政や事業所以外の

立場で当事者の主張を代弁する役割を担う市民アドボケイト※lの育成や、当事者活動を支援

する当事者活動サポート員を配置していきます。  

・  障害者相談支援専門員やケアプランナー※２、ケースワーカー※３により生活全般にわたる相

談支援体制の充実強化を図ります。 

・  地域活動支援センターで当事者によりピア・カウンセラー※４、ピア・サポート※４活動を行

っていますが、その活動の場を広げていくために、ピア・サポ－ターの養成に向け研修会を実施

していきます。 

3 成年後見制度※５の浸透  

・  相談から後見人受任後の一貫した支援体制を構築し、要援護者の権利擁護を図る目的で、

今後も成年後見支援センターを設置しの相談サポート支援を継続的に行い、各事業者や行政

等と連携を図りながら対応していきます。

4 選挙や行政への参加の推進  

・  点字投票や代理投票、期目前投票などの制度について、ホームページでの広報の他にも、

関係機関や当事者団体等への説明会なども含めて広く周知することで、障害のある人が選挙

により参加しやすくなるよう努めます。また、選挙公報についても、音声朗読テープや点字

版がより活用されるよう、広報を推進します。  

・  公共施設の建設や行政施策策定の際には、障害当事者団体等が参画し、障害のある人の声

が反映されるような仕組み作りに取り組みます。  
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指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規

障害者虐待防

止サポートセ

ンターの設置

障害者虐待防止サポートセンターを設置して、

相談員を置き、障害者虐待防止、障害者差別解消

のための相談及び事案に対する対応業務を行い

ます。 

 また、障害者の虐待防止のためのシステムを再

構築するとともに、虐待を監視する障害福祉オン

ブズマンの設置について検討していきます。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【ともまち委】

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規

障害者差別解

消法に伴う接

遇対応研修の

実施と接遇マ

ニュアルの作

成 

障害者の「不当な差別取り扱い」禁止と「障害

者への合理的配慮」に対応するため、職員の研修

を実施し、窓口業務等の接遇マニュアルを作成し

ます。 

障害福祉課 

職員研修所 

職員課 

【けんり部会】 

指標 
平成 26年度 

基準値

平成32年度 

目標値

相談件数 ９３６件 1,200 件 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

研修人数 1000 人 4,850 人 
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区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

拡充

障害者権利擁

護センターの

設置 

障害者権利擁護センターを設置することで、権

利擁護相談窓口が設置されます。また、市民アド

ボケイトの育成や障害福祉オンブズマンの設置

について検討していきます。当事者活動のサポー

トについても積極的に行っていきます。

障害者差別解消法の施行に伴い、障害者権利擁

護センターの設置及び、相談窓口として、障害者

権利擁護サポートセンターを開設します。 

また、市民への障害者差別解消法等の周知を行い

ます。 

将来的には、障害者虐待防止サポートセンターと

統合し、相談窓口を一本化していきます。 

障害福祉課 

【ともまち委】 

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

障害者相談支

援（エンパワ

メント） 

８ヶ所の相談支援事業所に委託をし、各相談支

援事業所の相談支援専門員及び当課ケースワー

カーにより福祉サービスの周知、利用の手続き等

の支援を行っています。また、家族会等への支援

として定例会への参加により相談等に対応して

います。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 

継続 

障害者相談支

援（成年後見

制度） 

社会福祉協議会において「成年後見支援センタ

ー」を設置し連携を図りながら対応をして取り組

んでいます。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

設置件数 0 件 1 件 
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継続 生活支援あん

しん事業 

相談(きぼう相談)から各種支援(暮しのあんし

ん・日常生活自立支援)を総合的に取り組んでい

ます。成年後見制度の移行についてが課題となり

ます。です。

福祉政策課（社協）

【けんり部会】 

継続 

民生・児童委

員研修会の実

施 

成年後見制度利用促進のための広報や学習会

の実施、相談窓口の設置をしています。 

福祉政策課（社協）

【けんり部会】 

継続 
説明会・研修

会の実施 

振り込め詐欺から成年後見制度に関する相談

まで権利擁護の視点から、説明会や研修会を実施

しています。周知や各機関との連携、役割分担を

明確にする必要がありますして取り組みます。 

福祉政策課（社協）

【けんり部会】 

継続 
ピア・サポー

ター養成事業

当事者の悩みや主張を聞いたり、当事者活動を

支援するピア・サポーターを養成していきます。

現在、地域活動支援センターにおいて、ピア・カ

ウンセラー、ピア・サポート、ピア・サポーター

として、当事者による活動を行っていますが、今

後は活動の場を広げていきます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 

継続 

障害当事者の

ための選挙に

ついての説明

会の実施 

長野市障害ふくしネット当事者部会の主催に

よりる、障害当事者を対象とした説明会を実施し

ます。また、選挙管理委員会の職員等を講師とし

て障害当事者を対象とした説明会を実施し、点字

投票や代理投票、期目前投票などの制度を説明し

ていきます。 

障害福祉課 

【ともまち委】 

拡充 

行政施策への

障害当事者参

加システムの

構築へ向けた

取り組み 

バリアフリー新法をの順守するとともに、公共

施設の建設時及び改築時には、障害福祉課及び関

係課と協議並びに助言をしていきます。また、審

議会への障害のある人の建設審議会等への参画

率を向上させていくシステムを構築していきま

す。 

障害福祉課 

建築課 

【ともまち委】 

拡充 

共に暮らすま

ちづくり研究

会 

権利擁護システム構築のため、障害のある当事

者及び支援者並びに一般市民が参加する会の設

立を目指し中で、障害のある人が、の全ての権利

が保障され、地域の中で安心して豊かな自立生活

が送れるような地域社会を目指していきます。

障害福祉課 

【ともまち委】 
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新規 

手話言語の普

及等に向けた

制度化の調査

研究 

ろう者の人権が尊重され 、ろう者とろう者以

外の者が互いを理解し共生することができる社

会を築くため、手話が言語であるとの認識に基づ

き、手話の普及に関し基本理念を定め、行政、市

民及び事業者の責務及び役割を明らかにすると

ともに、手話の普及等に向けた制度化の調査研究

を行っていきます。 

障害福祉課 

【ともまち委】 

第２節 障害を理解する

現状と課題

1 共に地域で暮らすための意識の向上  

・  公共施設等を障害のある人が利用するための設備が十分に整っておらず、また、整備されてい

る設備についても、当事者からすると使いにくいものもある状況です。  

・  地域の人の目が気になり障害をオープンにできなかったり、障害があるという理由で地区の役

職につけないことや、回覧板が回ってこない、また、障害者用駐車スペースへの健常者の車の駐

車、グループホームや障害者施設を建設する際に地域住民から反対があるなど、周囲の理解が不

足している状態にあります。 

 2 障害に対する理解の促進  

・  「障害のある人」というものに負のイメージを持っている人や自分には関わりが無いと無関心

な人が多く、障害を理解しようとする人は少ない状態です。また、関心があっても、障害のある

人への接し方や関わり方が分からない人も多くいます。  

・  現状では、障害のある人が、一般の集まりやサークル活動等に気軽に参加できていません。  

・  障害のある人の人権を守るための啓発や、学校等の教育機関や行政機関での障害の理解に関す

る教育が不十分な状態です。また、特別支援学級と通常の学級の関わりが十分とはいえず、障害

のある子どもと障害が無い子どもが交流する機会を多くする必要があります。  

・  講義形式の人権同和研修は、受身のため、意識も薄れがちです。  

・  様々な人権課題の中で障害のある人の人権についても重要な課題として、人権同和教育・啓発

を進めてきましたが、障害のある人に対する偏見・差別の事象は後を絶たない状況にあり、あら

ゆる機会を捉え更なる研修・啓発を進める必要があります。 
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障害のある人に対する市民の理解についてどのように感じていますか。 

あなたが地域活動に参加する場合、問題となることは何ですか。（主なもの３つまで） 

今後の施策の方向性（10５年後の目標）

1 共に地域で暮らすための意識の向上  

・  ハード面、ソフト面を合わせて、「障害のある人にやさしいお店」を長野市が表彰し、ま

た、ホームページにも掲載して、地域社会の関心や意識の向上を図ります。  

・  住民自治協議会と連携し、年に 1回以上は地域住民向けの障害理解の学習会を開催します。

また、相談支援専門員による、住民自治協議会・民生児童委員協議会への巡回訪問を継続し

ていきます。  
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・  在宅の障害のある人が住みなれた地域で自立して、健康的で安定した生活が送れるよう社

会参加に向けた支援を継続し、地域社会との交流を図りながら障害のある人への理解を促進

していきます。  

2 障害に対する理解の促進  

・  地域社会の様々な場面を取り上げ、障害のある人への理解を進めるために広報及びリーフ

レット作成等の周知活動や、地域住民を対象とした障害体験ワークショップの開催、障害者

週間期間中のイベントや各種研修会等を行い、地域住民の障害のある人への理解の促進を推

進していきます。  

・  補助金の対象経費や目的を明確にし、事業内容やその効果を事前に審査するなど、より効

果的で障害のある人への理解が促進される事業に転換していきます。 個々の具体的なニーズ

や課題をケアプラン等から集約・整理し、施策フォーラムにきちんと提言できるように現行

の長野市障害ふくしネットの体制を見直します。  

・  人権同和研修が形骸化しないよう、様々な研修において障害理解を進めるためのプログラ

ムを組み込み、参加型の研修とする等、意識啓発の徹底を図っていきます。  

・  心身障害児親子交流保育事業は、他の児童デイサービス施設との交流も今後検討し、保育

園児と通所児童の交流を推進し、障害児親子交流体験は、保護者への周知を図り、利用を推

進していきます。 

・  地域、学校、職場等あらゆる機会を通じて人権同和教育・啓発を進め、様々な差別の解消

に向けた人権意識の高揚を図っていきます。 

指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続
人権同和教育

研修・講演会

あらゆる差別の根絶を願い、公民館事業として

人権同和教育研修・講演会等を開催し、地域にお

ける人権意識の向上に努めています。参加される

方は熱心に討議に加わるなど、人権意識や支援に

ついての意欲が高まっていますが、参加者が少な

い点が課題となっています。地域、学校、企業等

様々な機会を捉えた人権同和教育・啓発を実施

し、差別に立ち向かう人権意識の高揚を図ってい

ます。地域における教育・啓発の主体を担ってい

ただく住民自治協議会との連携・支援のあり方が

今後の課題となっています。

すべての人の人権が尊重される社会を目指し、

人権・男女共同参画

課 

生涯学習課 

学校教育課 

【ともまち委】 
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人権教育研修会・講演会等を開催し、地域におけ

る人権意識の向上に努めています。参加される方

は熱心に討議に加わるなど、人権意識や支援につ

いての意欲が高まっています。しかし、参加者が

少ない点が課題です。 

 また、地域における教育・啓発の主体を担う住

民自治協議会との連携・支援のあり方についても

今後の課題となっています。 

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
地域交流施設

の開放 

市南部には、長野市障害者施設ハーモニー桃の

郷があり、地域の障害のある人が身近に利用でき

るほか、中学校や他の障害者施設に隣接してお

り、地域交流を通じて障害理解も促進していま

す。市北部には、長野障害者総合施設いつわ苑が

あり、同様の役割を果たしています。 

障害福祉課 

【かつどう部会】 

継続 
障害者週間事

業 

毎年12月 3日から12月9日までが障害者週間

となり、例年この期間にネットワークセミナーを

開催し障害のある人の福祉についての関心と理

解を深めてもらうよう周知しています。 

 また、障害者週間に併せて『広報ながの』等で

啓発を行います 12 月 1 日号で障害のある人への

理解促進の啓発活動を行つています。

障害福祉課 

【けんり部会】 

【ケアマネ】 

継続

ふれあいまつ

り開催事業

障害者理解促

進事業 

障害のある人と健常者の方が接して、心ふれあ

う機会を増やすためことを目的とした、障害のあ

る人と健常者が協同してする実行委員会を組織

し、広く市民が参加できるよう企画し開催してい

ますが、。しかし、現在は参加収入、広告収入等

では賄えないため、開催資金の調達に苦慮してい

るのことが課題となっていますです。 

障害福祉課 

【ケアマネ】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

開催回数       回     回調 整 中 
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継続 
社会活動支援

事業 

障害者団体が、障害理解、啓発活動を行うため

の補助金を支出していますが、。しかし、運営費

と社会活動事業の違いが不明確であるのことが

課題となっていますです。 

障害福祉課 

【ともまち委】 

継続 
市民公益活動

団体の支援 

各種団体からの情報を収集し、機関紙やブログ

等で広く市民に発信しています。しかし、障害者

団体はプライバシーの関係もあり積極的に情報

発信しにくい面が課題となっていますです。 

地域活動支援課 

【けんり部会】 

継続 

人 権 同 和 削

除）教育に関

する研修・講

演会 

市職員の人権同和に関する研修は、職場研修の

必須研修の必須として全職員を対象に実施して

いるため、職場全体での意識啓発に効果的な研修

となっていますをもたらしています。また、人権

教育推進員研修や階層別研修等でも実施してお

り、さらに、職員一人ひとり一人があらゆる差別

解消のために実践的に行動を起こせできるよう、

研修内容の充実を図る必要がありますっていま

す。 

職員研修所 

【ともまち委】

継続 

心身障害児親

子交流保育事

業 

三輪学園にじいろキッズらいふ、篠ノ井愛の樹

園(長野・篠ノ井) 等児童発達支援事業所へ通所

している児童が、交流保育園(柳町、寺尾、西部

保育園) と定期的に交流しています。 

保育・幼稚園課 

【こども部会】 

継続 
障害児親子交

流体験 

入園とならない障害児を対象として保護者同

伴でた、受入れ可能な公立保育園において保護者

同伴で保育園児との交流を行っています。 

保育・幼稚園課 

【こども部会】 

継続 
教育課程研究

協議会 

特別支援学校との学校間交流や、特別支援学級

児童生徒の交流及び共同学習の内容・方法を再検

討します。 

学校教育課 

【こども部会】 

継続 

障害のある人

にやさしいま

ちづくり事業

…長野市障害

のある人にや

さしいお店大

賞 

障害のある人の利用に際して、ハード、ソフト

両方の対応がやさしいお店を、当事者や支援者か

らの意見を基に決定し、長野市として表彰し、ホ

ームページでも紹介していきます。障害者用駐車

スペースの適切な運用についても検討していき

ます。

ユニバーサルデザインの理念を基に、ハード面

やソフト面に配慮したやさしいお店の認定と（紹

介をしていきます。 

障害福祉課 

【ともまち委】 
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継続 

障害のある人

にやさしいま

ちづくり事業

…地域住民向

けの学習会の

開催 

住民自治協議会や、人権擁護委員、民生・児童

委員と連携し、地域住民向けの障害理解の学習会

を開催していきます。

障害者基本法や障害者差別解消法に基づく、障

害者への合理的配慮について、学習会等を利用し

て広く周知・推進をしていきます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】 

【ともまち委】 

継続 

障害理解に関

するリーフレ

ット作成 

障害についての基礎的な知識を載せたりの掲

載や、地域生活の基本的な支援(簡単な手助け)

等についてのリーフレットを作成し、学校、店舗、

公共交通機関、民生委員等の関係機関に配布する

ことで、障害に対する理解をの促進しますに努め

ます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】 

【けんり部会】 
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第２章 相談・福祉サービスの充実

~地域で自立するために~ 

写真６ 

写真の説明 

写真７ 

写真の説明 



39 

第１節 相談支援体制の促進

１ 障害者ケアマネジメントの充実

現状と課題 

1 障害者ケアマネジメントの充実  

・  相談内容の多様化に対応した「障害者ケアマネジメント」の活用と普及で、個別支援会議

やケアプランの内容が充実しチーム支援が行えるようになりました。支援会議等から明らか

になった地域課題を共有し、新たな社会資源の改善・開発に繋げたくても、困難事例ほど具

体的な解決策が見出せないでいます。 

あなたは、生活上の悩みごとや心配ごとは誰に相談していますか。（複数回答）

現在の困ったときの相談体制について、あなたはどのように感じていますか。（複数回答） 
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 障害者ケアマネジメント※1の充実   

・  相談支援専門員とケアプランナーの役割や業務の違いを明確にし、引き続き個別支援会議

やケアプランの内容充実に努めます。また、障害福祉課や長野市障害ふくしネットが協働し

て相談支援専門員・ケアプランナー等のスキルアップ研修の定期的な開催、「ケアプランナ

ー連絡会」の更なる充実を図ります。  

・  既存の制度、事業等について評価や反省、振り返りを行うべくため、当事者や家族も含め

た「評価委員会」(仮称)を作り、適宜開催します。 

・  長野市の枠を超えて、課題解決のための知識や技術、情報等を拡げるべく圏域や県単位で

の相談支援のネットワーク(県自立支援協議会)体制の構築に向け協力します。また、長野市

版事例集を作成し、支援事業者間で成功事例・失敗事例・現在進行形事例等を共有して、課

題解決の糸口にします。 

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

縮小 
ケアプランナ

ー研修事業 

障害当事者及び関係者の個別相談ケースにお

いて、関係機関と連携して相談支援やケアプラン

を作成します。具体的には、相談支援の基本はチ

ームアプローチという視点に立って「福祉サービ

スの調整や支給方法」についての基礎研修等を行

います。

研修事業はスキルアップ研修に移行します

障害福祉課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 

継続 
ケアプラン事

例集の作成 

ケアプランナー連絡会と相談支援専門員が協

働して、３年毎に長野市版事例集を作成していき

ます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 

継続 
障害者施策第

三者評価事業

障害施策の実施状況や課題等を整理し、利用

者・家族・関係機関にフィードバックする第三者

評価事業を行います。 

障害福祉課 

【けんり部会】 
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継続 

長野市相談支

援専門員並び

にケアプラン

ナースキルア

ップ研修 

個別支援会議に相談支援事業所をはじめ市内

の関係機関が必要に応じ参加し、各機関の責任や

役割を明確にしながら、長野市の相談支援ネット

ワーク作りに努めていきます。そのため、障害当

事者及び関係者の個別相談ケースから地域課題

を抽出し、課題解決へに向けてた的確な報告がで

きるようにために、相談支援専門員及びケアプラ

ンナーのスキルアップを図っていきます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 
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２ 身近に相談できる体制作り

現状と課題 

1 身近に相談できる体制作り  

・  行政窓口、相談支援専門員、民生・児童委員等の相談窓口は多くありますが、当事者が気

軽に相談できる体制が十分取れない状況でもあります。  

・  各ライフステージで行われている関係者による個別支援を、相談支援事業・ケアプラン作

成事業・サービス利用計画作成事業等で繋ぎ、対応しています。 

2 情報提供手段の確保  

・ 当事者活動に対しての補助金・助成金の情報や、小規模の活動団体の存在が分かりにくく、

また、長野市障害ふくしネットからの情報が、施設に所属していない障害当事者には届きに

くくなっています。  

・  相談窓口の利用促進のため、相談支援専門員のチラシ等を作成し広報に努めていますが、

障害特性に応じた情報提供手段の確保が課題です。 

3 地域での保健・医療・福祉の連携  

・  介護保険法と障害者自立総合支援法等による制度の違いにより、サービスをコーディネー

トしにくい面があります。  

・  相談支援機関には多様な相談が寄せられており、ライフステージや障害に応じた、より専

門的な知識が求められ、病院・健康課(保健センター含む)・コーディネーター等との連携を

更に深めていくことが必要とされています。 

4 ピア・カウンセリングの充実  

・  障害者自立総合支援法の障害者相談支援事業の柱のーつとしてピア・カウンセリングが位

置づけられています。長野市内では、毎年 1 回、身体障害者を中心にピア・カウンセリング

講座を開催し、毎年 10名余りの方の参加がありますが、当事者及び関係者へのピア・カウン

セリングについての周知と理解は十分とはいえない状態です。 

5 地域への働きかけ  

・  地域住民が障害のある人と関わりを持ちたいと思っていても、関わる機会が少ない状況に

あります。  

6 自立支援協議会（長野市障害ふくしネット）の運営  

・  ケア会議やケアマネ連絡会等で地域における福祉課題を収集し、長野市障害ふくしネット

へ繋げる等の解決策を検討していますが、地域課題を吸い上げる仕組みを再検討し、長期的

視点に立った施策提言が必要とされています。  

・  専門部会等への参加事業所、参加者の意識向上を図り、地域との連携や保健・医療・教育・

労働等との連携による総合的な支援体制作りが必要です。 
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 身近に相談できる体制作り

・  障害者相談支援専門員が様々な相談に対応し、関係機関と連携して、保健・医療・福祉・

雇用・教育・生活環境など、障害のある人の生活全般にわたる相談支援体制の充実を推進し

ていきます。また、民生・児童委員が地域の気軽な相談窓口としての機能を継続していきま

す。

・  分野間の垣根を越えるような研修会の定期的な実施、保健福祉部内のスムーズな連携が図

れる体制の整備、また、本人・家族等がどの年齢においても気軽に相談できる機関を整備し

ていきます。

2 情報提供手段の確保

・  幅広い当事者団体に補助金を有効に活用してもらうため、広報等を通じて周知していきま

す。

・  相談窓口をはじめ、福祉サービスや制度、当事者活動についての情報を、広報ながのや長

野市障害福祉サービスガイド及び長野市ホームページ、市政ラジオ番組など活用し、様々な

障害特性に応じた方法で分かりやすく伝えていきます。また、相談窓口等の情報が集まる機

関を明確にします。 

3 地域での保健・医療・福祉の連携

・ 多様な相談に対応するため、各相談機関の専門性の向上、また、ライフステージや障害に応

じた保健・医療の問題に的確に対応するため研修、ケア会議等を通して連携を更に深めてい

きます。

・  関係者間の連携強化、有機的なネットワークの構築、情報の共有化等、連続性のあるライ

フステージに応じた相談支援体制の構築を図っていきます。また、子どもを担当する部のあ

り方等、庁内の 連携方法を研究し、こども未来部とともに子どもの健やかな成長のために必

要な保健・医療・福祉教育などの専門家が連携した支援体制を構築します。 

4 ピア・カウンセリング※1の充実

・  ピア・カウンセリングを知る人の裾野を広げ、身近で仲間同士の相互支援ができるように

します。また、ピア・カワンセラーの養成と、職業としての確立を図ります。

・  ピア・サポートセンターを設置し、地域のピア・サポート活動を支援したり、病院や施設、

個人宅 にピア・カウンセラーの派遣を検討していきます。

5 地域への働きかけ

・  障害は特別のものではなく、誰にでも起こりうるものとして捉え、主体的に関わっていく

地域作りを進める上で、住民自治協議会をはじめ、地域の組織に積極的に働きかけていきま

す。 
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6自立支援協議会（長野市障害ふくしネット）の運営

・  利用者本人を中心として、家族・関係機関等が長野市とパートナーシップ関係の下に連携・

協力し、長野市の福祉行政の更なる底上げを行います。また、地域の関係者の自立支援協議

会の目的の共有を図り、参画しやすい専門部会づくりをしていきます。 

・  地域の資源を掘り起こし、ニーズと繋げていくために、地域の課題を施策へ繋げる方法を

見直し、 施策フォーラムの機能強化を行うほか、中立・公平性を確保する観点から、長野市

障害ふくしネット全体の振り返り・見直しを行います。

・  相談支援事業者が制度やサービスの構築・改正などを含めた社会資源開発の中心的な役割

を担い、長野市障害ふくしネットを通じて今後も社会資源開発に向けた取り組み・施策提言

をしていきます。
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指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続
障害者相談支

援

市内にある８ヶ所の相談支援事業所に委託を

して、障害のある人が相談し易い体制を整えてい

ます。また、各相談支援事業所の相談支援専門員

により様々な相談に対応しは、相談者のニーズに

あった適した情報提供にを行なえるよう努めて

います。 

障害福祉課 

【地域いこう委】 

【ケアマネ】

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
民生・児童委

員研修の実施

民生・児童委員に対し、活動における心構えや

対応方法等について、年１回研修を行っていま

す。 

福祉政策課 

【ともまち委】 

継続 

各課を超越し

た連携及び研

修会の実施 

保健福祉部各課のスムーズな連携が図れるよ

う、研修会の実施体制整備を進めていきます。 
障害福祉課 

【地域いこう委】

継続 

手話通訳者・

要約筆記者・

パソコン要約

筆記者派遣事

業 

広く市民全体に情報が行き渡るように、広報な

がのや、長野市ホームページでの情報発信を充実

させることで、より情報入手しやすくしていきま

すこれまで以上に情報の取得を容易にしていき

ます。 

また、サービスガイドについても発行部数を増

やし、誰もが気軽に入手できる仕組み作りを行う

とともに、当事者が分かりやすい情報提供を行っ

ていきます。

障害福祉課 

【くらし部会】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

相談件数 
13,280 人 15,000 件 

調 整 中 
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継続 
広報ながの/

ホームページ

広く市民全体に情報が行き渡るように、広報な

がのや、長野市ホームページでの情報の発信を充

実させることで、利用者がより情報を入手しやす

くしていきますい環境を整えていきます。 

また、サービスガイドについても発行部数を増や

し、誰もが気軽に入手できる仕組み作りを行うと

ともに、当事者が分かりやすい情報提供を行って

いきます。

障害福祉課 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 

障害福祉サー

ビスガイドの

発行 

広く市民全体に情報が行き渡るように、広報な

がの、長野市ホームページでの情報発信を充実さ

せることで、より情報入手しやすくしていきま

す。

また、サービスガイドについてもは、発行部数を

増やし、誰もが気軽に入手できる仕組み作りを行

うとともに、当事者が分かりやすい情報提供を行

っていきます。

障害福祉課 

【くらし部会】 

継続 

障害者余暇活

動支援事業補

助金 

障害があってものある人が、充実した生活を送

るために、健康・体力の維持や機能回復、心身の

リフレッシュ等を目的としてた余暇を過ごした

い当事者団体等に対して、活動事業費の一部を補

助しています。１団体に 30 万円を上限に３年を

限度として補助しています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

縮小 
特別支援庁内

連携会議 

ライフステージの移行時期を繋ぐ個別の移行

支援会議をより活用できる体制を作る必要があ

ります。各ライフステージを担う関係者との綿密

な連携と情報の共有が必要になります。 

障害福祉課、子育て

支援課、保育・幼稚

園課、健康課、学校

教育課 

【こども部会】 

継続 
住民自治協議

会との連携 

地域の方々が主体的に関われるように、地域へ

の啓発・広報を行っていきます。広報ながの等の

活用を通して、障害理解の促進を図っていきま

す。「障害者週間」を周知するためイベント等を

開催します。 

障害福祉課 

【ともまち委】 

【ケアマネ】 

継続 

長野市障害ふ

くしネットの

機能強化 

現状把握・分析を行い、長野市障害ふくしネッ

ト全体の機能の見直しを推進します。 
障害福祉課 

【ケアマネ】 

継続 
当事者活動支

援事業 

当事者活動の人的な支援をサポートする体制

を構築します。長野市出前講座のように当事者活

動支援講座を、複数回開催していきます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【かつどう部会】
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継続 

ピア・カウン

セリング普及

事業 

ピア・カウンセリングに関心を持ってもらうた

めに、どんな障害でも参加できる内容で、ピア・

カワンセリングの基礎講座を開催し、ピア・カウ

ンセリングの普及を図っていきます。

ピア・カウンセリングを広め、仲間同士が互い

にサポートし合う関係を築き、地域で自立した豊

かな生活が送れるようになる環境の普及を図っ

ていきます。 

スキルアップやスーパーバイザーの養成のた

め、ピア・カウンセラー養成講座への補助を行い

ます。 

ピア・カウンセラーを配置した事業所への加算

を検討していきます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 

継続 

ピア・サポー

トセンター事

業 

ピア・カウンセラーを職業としている人が、地

域のピア・サポート活動を支援します。また、病

院や施設にピア・カウンセラーを派遣し、希望が

あれば個人宅への訪問も行っていきます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 

新規 
心身障害者相

談員設置 

身体に障害のある人の更生援護に熱意と識見

を持つている人を、長野市心身障害者相談員に選

任して、身近な地域において障害のある人の相談

に応じ、身体に障害のある者の更生のために必要

な援助を行う。 

障害福祉課 

【けんり部会】
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第２節 福祉サービスの充実

１ 福祉サービスの質の向上

現状と課題 

1 福祉サービスの質の向上・資源開発

・  平成 18年の障害者自立支援法成立施行にともない、三障害の一元化※1、在宅福祉・施設

福祉サービス事業のが再編がされましたが、それでもサービスに結びつかない方、既定のサ

ービスに当てはまらない方がおり、依然としてサービス不足が課題となっています。障害の

重度化・重複化によりサービス提供者側そのものの支援体制が整わず支援体制の質が問われ

るなど、環境的不備の改善も求められています。  

・  ケア会議やケアプラン審査会等で地域における福祉課題を収集・共通認識とし、長野市障

害ふくしネットへ繋ぎ資源開発の検討などサービスの向上のための解決策が必要とされてい

ます。 

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 福祉サービスの質の向上・資源開発

・  各障害に特化するような事業所職員の支援レベル向上のための研修をしていきます。また、

事業展開をしやすくするため、事業所への補助制度の充実をさらに図っていきます。

・  ニーズに合わせて多様な福祉サービスを選択できる幅を広げるための手段を確保します。

・  個々のニーズを地域の課題として捉えて集約し、施策状況及びサービス提供状況を検証し、

新しい制度・支援へと繋げていく仕組みとして、機能を強化していきます。 
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指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規
障害福祉計画

の推進

長野市障害福祉計画で、相談支援サービス事業、

成年後見制度利用支援事業などのサービス量を

見込み、計画的に実施していきます。

障害福祉課 

【地域いこう委】 

【ケアマネ】

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

長野市障害ふ

くしネットに

よる提言 

長野市障害ふくしネットの仕組みを充実させ、

個々のニーズに応えられる障害者施策の提言を

行っていきます。 

福祉政策課 

【ケアマネ】 

新規 

医療的ケアの

必要な重度障

害者の受け入

れ態勢を図る

福祉、医療連

携の推進 

長野市障害福祉計画で、相談支援サービス事業、

成年後見制度利用支援事業などのサービス量を

見込み、計画的に実施していきます。 障害福祉課 

【医療的ケア】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

計画相談支

援の作成数
調 整 中 
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２ 福祉施設の充実

現状と課題 

1 通所サービス

・ 通所施設は徐々に増えていますが、本人にあった通所場所を見つけることが困難となってい

ます。

2 居宅サービス

・  ヘルパ一事業所では、身体障害者の排泄などについては、突発時の対応システムができて

いないため、事業所の人員が少なくなる土日・祝日は、対応できる事業者が見つかるまで、

障害のある人本人が何ヶ所も電話せざるを得ない状況となっています。

3 送迎(移送)サービス  

・  外出時の公共交通機関の利用が不便であり、特に中山間地域ではその傾向が強くなってい

ます。  

・  移送サービスの制度も不足していますが、特定の対象者のみの交通施策は事業として成立

が難しいと考えられるため、新たな交通施策のモデルの検討が必要です。  

4 移動支援 

・  行動援護を行っている事業所が少ない状況です。 

5 短期入所

・  生活をする場がなく一時的に１ヶ月~１年ほどの利用が必要な際の受け入れが難しくなっ

ており、また、子どもが短期入所を利用できる施設が不足しています。

・  身近にショートスティの受け入れ先が少なく、また、急な場合のショートスティの受け入

れ先も不足しており、夜間の緊急時に対応できる体制が必要とされています。 

6 施設入所

・  入所が必要な人がすぐに利用できない状況となっています。  

・  施設から地域生活移行を進めていく際に、施設と地域の関係性を綿密にしていく必要があ

ります。  

7 障害児自立サポート事業・タイムケア

・  行動障害や医療的ケアが必要な利用希望者を受け入れできる事業所や、介護者である家族

が、疾病 その他の理由により緊急に預かりが必要となる場合等に利用できる施設が不足して

います。

8 グループホーム/ケアホーム (GH/C H)  

・  利用希望者がいても、現状では、グループホームやケアホームの開所が計画的に進んでい

ません。 

◆事業所等の詳細は、ホームページ、各支所・障害福祉課設置の「長野市障害福祉サービスガイ

ド」 に記載されています。
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あなたがほしい情報はどのような内容ですか (複数回答) 

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

１ 通所サービス

・  それぞれの事業所の特性を出し、個々の利用者の目的にあった通所サービスを提供してい

きます。また、障害のある人が福祉サービスを利用する際のサービス選択の一助になるため、

引き続き通所施設ガイドブックの発行をしていきます。

・  障害のある人や支援者が必要とする長野市障害者福祉センターでの新たな講座を開拓する

など、社会情勢や環境の変化に対応した講座の開催を進めるとともに、参加者の固定化を解

消していきます。

２ 居宅サービス

・  居宅介護事業所の研修を行い、障害のある人の居宅介護に関われる事業所を増やしていき

ます。また、突発時の対応、特に排泄の対応は人間の尊厳に関わることであり、人間らしく

暮らしていけるための仕組みづくりを推進します。

・  補助犬の理解や啓発を図り、利用者の支援を継続していきます。

３ 送迎(移送)サービス

・  障害のある人が、行きたい時に行きたい場所に移動できる手段を保障するための制度や体

制を整備していきます。

・  障害のある人が日常的に利用できるようなオンデマンド交通※lシステムを目指します

・  サービスとサービスを繋げる物、人（物理的環境）の整備をしていきます。

・  福祉自動車運行事業は、利用目的の拡大について、住民自治協議会と連携を図りながら調
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査・研究し、引き続き事業の推進を図ります。

4 移動支援

・  事業所への働きかけを行い、行動援護事業所を増やしていきます。また、ガイドヘルパー

（視覚障害者移動支援従事者）の利用実績を分析しながら、必要人数のガイドヘルパーの養

成を促進します。 

5 短期入所

・  医療機関の協力を得て、行政と民間事業所が共同で夜間対応のための(仮)ケアセンターを設
置し、夜間の緊急時に対応します。

・  入所施設の受け入れの整備と、地域で短期入所を行える施設を増やしていきます。その他、

短期入所とは別に緊急時受け入れ体制を充実します 

・  各事業者と協定を結ぶなど、ネットワーク化を進め、緊急時に迅速な対応ができるよう体

制を整えていきます。 

6 施設入所

・  地域の中での入所施設の役割を検討し、入所が必要な人が利用しやすくしていきます。 

7 障害児自立サポート事業・タイムケア

・  市内全域に受け入れできる事業所を増やしていきます。また、発達障害や医療ケアを必要

とする利用者について、障害者（児）施設や個人の協力を得ながら受け入れ体制を整えてい

きます。

 8 グループホーム/ケアホーム (GH/C H)  

・  利用希望者の要望を把握し、グループホーム・ケアホームの整備を計画的に行っていきま

す。また、その際に市営住宅の活用も検討します。 
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主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

障害者福祉セ

ンター管理運

営 

管理運営を指定管理者に委託し、障害のある人

に必要な各種講座、訓練事業を行い、障害のある

人の社会参加を促進していますが、。しかし、対

象者が固定化しているのことが課題です。 

障害福祉課 

【ケアマネ】 

継続 

障害者福祉施

設整備費補助

金 

障害者自立総合支援法等により日中活動の場

となった障害福祉サービス事業の施設整備補助

を行い、整備を図っています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

継続 

通所施設ガイ

ドブックの発

行 

障害のある人が通所サービスを利用するとき

の選択の一助とするため、参考になる市内の通所

施設にアンケート形式で協力を依頼し、それをま

とめたものが通所施設ガイドブックでを作成し

ます。 

市内の通所施設の協力を得て、施設を分かり易

く紹介しています。 

長野市障害ふくしネットしごと部会Ⅰかつどう

部会で定期的に発行していきます。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

継続 
補助犬に関す

る事業 

補助犬を使用する訓練を受ける場合に要する

交通費を助成します。及び補助犬の飼育費を助成

します。補助犬の同伴や使用に関する苦情や相談

に対応します。 

障害福祉課 

【くらし部会】 

拡充 

訪問理容・美

容サービス事

業 

寝たきり高齢者等や重度身体障害者が、自宅に

おいてで散髪等を受けることができ、るサービス

です。心身のリフレッシュと介護者の負担軽減を

図っています。 

障害福祉課 

高齢者福祉課 

【くらし部会】 

継続 
福祉自動車運

行事業 

身体等の手帳所持者に対しを対象にした、地区

住民自治協議会と連携して福祉自動車の運行を

地区住民自治協議会と連携して実施し、通院やリ

ハビリ等の外出の支援を行っています。 

現状は、利用目的が限定的なものであり、かつ住

民が主体となり行っている住民の福祉活動であ

ることから、移送サービスの不足の課題に対して

断片的にしか対応できていません十分な対応が

できていないことが課題です。 

障害福祉課（社協）

【くらし部会】 
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継続 

障害者タクシ

ー利用券交付

事業 

重度障害者を対象に、移動手段のひとつとし

て、タクシー利用券を交付し、障害のある人の社

会参加の促進及び、病院への通院等による健康管

理を促進しています。の促進を図っています。ま

た、移動手段の一助として、障害のある人の社会

参加の促進を図っています。

障害福祉課 

【くらし部会】 

継続 
リフト付きバ

ス運行事業 

リフト付きバスを運行することで、一般の公共

交通機関を利用することが困難な重度障害者の

生活圏を広げます。、また、移動交通手段の一助

ひとつとして活用されることで、障害のある人の

社会参加の促進を図っています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

継続 
ガイドヘルパ

ー養成 

ガイドヘルパーはが付き添うことで、視覚障害

者の外出の機会を確保し、自立を促しています。
障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

継続 施設入所事業

入所施設の利用理由を明確にしつつ、個別支援

計画が形骸化しないよう、計画を具体的に実行し

ます。そのため、サービス管理者と関係機関の役

割分担、フォロ一体制までチーム支援を基本と

し、施設がケースを丸抱えしないようにします。

障害福祉課 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 
障害児自立サ

ポート事業 

障害のある児童を、放課後や休日のに一時預か

りによりすることで、介護者の負担軽減を図ると

ともに、ります。また、外出サポートや、放課後

休日サポートにより、障害のある児童の自立と社

会参加を支援しています。 

障害福祉課 

【こども部会】 

【ケアマネ】 

継続 

タイムケア事

業（介護者拡

大） 

登録された事業所や個人が障害のある人を一

時預かりにより介護しすることで、介護者の介護

負担の軽減を図っています。また、サービス事業

所と連携し、タイムケア介護者の確保に努めま

す。また、るとともに、サービスの一層の周知を

図っていきます。 

障害福祉課 

【こども部会】 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 

障害者福祉施

設整備費補助

金 

障害者自立総合支援法等により日中活動の場

となった障害福祉サービス事業の施設整備補助

を行い、整備を図っています。また、グループホ

ーム利用希望で利用できていない人数を明らか

にし、計画的なグループホームの整備を行ってい

きます。 

障害福祉課 

【くらし部会】 
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廃止済

ケアホーム介

護人配置事業

補助金 

地域での生活を望む重度の知的障害者が共同

で生活することができるようにするため、社会福

祉法人等が運営するケアホームにおいてを対象

に、介護人を配置したする経費に対して、補助を

行なっています。 

障害福祉課 

【くらし部会】 

継続 
グループホー

ム（市営住宅）

平成 22 年度現在、2箇所で、グループホーム

を実施しています。(小市団地：ほっとらいふ小

市ホーム、犀南団地：さいなみほ～む)

平成 26 年度末現在、犀南団地でグループホー

ムを実施しています。(さいなみほ～む 他) 

公募を経ない目的外使用であり、事業者の申し出

と市営住宅の利用状況との調整が必要であり、計

画的な運用が必要となっています。 

住宅課 

【地域いこう委】

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

縮小 
居宅介護緊急

時対応 

事業所のネットワーク化、または輪番制を進め

ることで、当番センター等のを作り、緊急時に対

応できる体制の仕組み作りを行います。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 
緊急時ショー

トスティ 

短期入所とは別に緊急時支援事業として位置

づけが必要です。また、障害者虐待事案について、

必要に応じて障害者相談支援センター相談員及

び、相談支援専門員の協力をもとに、緊急に本人

の居所確保をして対応しています。しかし、虐待

事案以外に利用する場合は、緊急時の判断基準と

利用可能施設の選定が課題となっていますです。

障害福祉課 

【地域いこう委】

【こども部会】 

【くらし部会】 

【ケアマネ】

縮小 
ナイトケア事

業 

行政と民間事業所が共同で夜間の緊急時対応

を行うため、(仮)ケアセンターの設置に向け協議

していきます。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【くらし部会】 

【ケアマネ】 
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第３章 くらしの充実

~安心して生活するために~ 

写真８ 

写真の説明文 

写真９ 

写真の説明文 
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第１節 生活基盤の整備

１ 住まいの充実

現状と課題 

1 住まいの充実

・  現在のグループホームやケアホームはバリアフリー化されておらず、高齢化に対応した設

備になっていません。また、住居を借りる際に保証人が必要となり、保証人がいない場合、

自立した生活のための住まいを確保できない状態です。 

現在の生活の場所（寝起きしている場所）はどこですか。 

あなたは、これからの生活をどのように送りたいとお考えですか。 
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 住まいの充実  

・  現在あるグループホーム、ケアホームについては、設置している法人等が積極的にバリア

フリー化を図るとともに、市においても整備のための助成制度の活用を促進します。 

・  車いす用等住宅の整備は、老朽化した市営住宅の建替推進実施により戸数の増加を目指し

ます。障害のある人や高齢者等に配慮し、対応できる空き住宅は、引き続き優先入居として

募集し、空いている市営住宅については、引き続きグループホームへの活用を図ります。 

・  住宅相談事業をより一層周知し、気軽に相談できるような窓口としてサービスの徹底を図

ります。 

指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続

障害者福祉施

設整備費補助

金

 障害福祉計画に基づいたグループホーム、ケア

ホームの整備について、法人からの申請により補

助金を交付しています。

障害福祉課 

【くらし部会】

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

整備施設数 ４施設 ４施設 



59 

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

身体障害者住

宅整備補助事

業 

身体障害者の在宅での生活を継続するために

必要な住宅の改修費用を補助しています。障害の

ある人本人や介護者の経済的な負担を軽減して

います。 

福祉政策課 

【くらし部会】 

継続 

車いす用等住

宅の整備市営

住宅の入居募

集（優先住居）

市営住宅のグ

ループホーム

活用 

市営住宅団地内に車いす対応住宅または、バリ

アフリー住宅を整備します。障害のある人や高齢

者世帯の空き住宅が確保された場合は、毎回、優

先入居として募集をします毎回行います。 

 長野市の空いている市営住宅をグループホー

ムとして活用していきます。 

住宅課 

【くらし部会】 

継続 住宅相談 

住宅の新築・増改築・リフォーム・耐震改修・

バリアフリー化などに関する技術的な相談を受

け付けていますがしかし、相談件数が伸びていな

いのことが現状であり、す。今後は相談に関する

ケアの充実を図ることが課題となっていますで

す。 

住宅課 

【くらし部会】 

継続 
福祉住宅建設

資金融資 

高齢者・身体障害者等の方が、新築又は増改築

等をされる場合、建築資金融資制度があります。

しかし、現在は、民間金融機関の住宅建設資金融

資の貸付利率が長野市より低いため、利用件数が

少ないのことが現状です。また、今後、は融資制

度のあり方検討が課題となっていますです。 

住宅課 

【くらし部会】 
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２ 健康づくりの充実

現状と課題 

1 健康づくりの充実

・  障害のある人の健康管理等を充実する必要がありますが、体の機能の維持(機能低下予防)
に対する医療的支援が不足している状況です。また、健康管理など医療機関との連携も不足

しています。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 健康づくりの充実  

・  障害のある人個人の特徴に応じて、医療機関・保健師・管理栄養士・作業療法士 (OT) ※l・

理学療法士 (PT) ※2 などと連携し定期的な訓練や健康相談、情報提供をしていきます。

・  障害者健康診断の対象者を拡大し、医師による訪問健診及び歯周疾患健診の実施について

検討します。

・  障害のある人も含め、市民のがん等の疾病の早期発見・早期治療につなげるため、受診者

の利便性に配慮した検診体制を整備し、受診率の向上を図ります。また、生活習慣病予防や

健康づくりに関して、正しい知識の普及と健康習慣の実践を図るため、保健師・管理栄養士・

歯科衛生士・作業療 法士 (OT)・理学療法士 (PT) が健康教育を実施し、生活習慣病の予防

と食育の推進を図っていきます。

・  福祉医療費給付事業は、制度の趣旨を踏まえ、継続的かつ経済的負担の大きい市民を中心

に、ともに支えあい、将来にわたり持続可能なものとします。
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主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
健康相談事業

の継続 

障害特性に応じ健康管理に資するため、障害特

性、生活習慣等を把握しながら、医療機関、保健

師、管理栄養士、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)

等と連携し、健康相談を実施しています。 

健康課 

【地域いこう委】

【ケアマネ】 

継続 

胃がん、子宮

がん、乳がん、

肺がん、大腸

がん、前立腺

がん、肝炎ウ

ィルス検診、

骨粗しょう症

検診、歯周疾

患検診 

障害のある人も含めて、各種がん検診(胃がん、

子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺が

ん)を実施し、がんの早期発見、早期治療に努め

ています。乳がん検診や子宮がん検診の受診率向

上のため、子育て世代の母親に対して、がん検診

を受信するよう啓発活動を強化していきます。ま

た、肝炎ウィルス検診、骨粗しよう症検診(節目

年齢のみ)、歯周疾患検診(節目年齢のみ)を実施

し、疾病の正しい知識の普及と予防に努めていま

す。 

健康課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

継続 

各 種 健 康 教

室、栄養・運

動指導、骨の

健康づくり、

むせ予防教室

障害のある方も含め、生活習慣病予防や健康づ

くり、歯の健康等に関して、正しい知識の普及と

健康習慣の実践を図るため、各種健康教室や講座

を開催しています。 

健康課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

継続 

訪 問 保 健 指

導、難病健康

相談 

健康に不安や心配がある場合など、必要に応じ

て、保健師、管理栄養士、作業療法士(OT)、理学

療法士(PT) 等が保健センターや家庭訪問等で相

談に応じています。 

健康課 

【地域いこう委】

継続 

精 神 保 健 相

談 、 難 病 医

療・生活相談

精神疾患及び、難病患者の方々の保健・医療に

関する相談のほか、相談者のニーズにあった適し

た情報の提供に努めています。 

健康課 

【地域いこう委】

継続 
障害者健康診

査事業 

国保特定検診の対象にならない18歳以上40歳

未満の在宅の重度身体障害者を対象に健康診査

を実施しています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】
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継続 

長野市国保特

定健康検診査

後期高齢者健

康検診査 

特定保健指導

30 歳代 

の国民健康保

険健康診査・

保健指導 

平成 20 年度から市町村が実施していた市民健

康検診診査にかわり、保険者がメタボリツクシン

ドロームに着目した特定健康診査を実施するこ

とになり、本市では、40 歳以上の長野市国民健

康保険及び後期高齢者医療制度加入者を対象に

実施しています。また、特定健診の一環として人

間ドック・脳ドックの補助制度を実施していま

す。なお、特定健診の結果による対象者に生活習

慣の改善を図るための特定保健指導を実施して

います。

40 歳以上の長野市国民健康保険及び後期高齢

者医療制度加入者を対象に、メタボリックシンド

ロームに着目した健診を実施しています。平成

25年度からは、年度30歳～39歳の希望者に対し、

健診を開始しています。また、35 歳以上の人に

は人間ドック・脳ドックの補助制度も実施してい

ます。健診後は、健診結果により生活習慣改善の

ための保健指導を実施しています。 

受診率、実施率の向上が課題です。

国民健康保険課 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

継続 
補装具費支給

事業 

障害の内容や程度により、補聴器・義肢・車い

す・電動車いす等の補装具の購入又は修理が必要

と認めた場合に補装具費の支給をしています。定

率１割負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限

額が設定されています。(生活保護世帯、市町村

民税非課税世帯は０円、課税世帯は 37，200 円)

障害福祉課 

【くらし部会】 

継続
福祉医療費給

付事業

障害者の健康の保持及び生活の安定に寄与す

るため、福祉医療費給付金を支給します。 

広報ながのやまた、市ホームページ等での告知

や本庁・支所の窓口を使い、市民に制度の周知を

図りることで、給付金の充分な活用がされていま

す。 

福祉政策課 

【くらし部会】

新規 

長期にわたる

疾 病 等 の た

め、定期予防

接種を受けら

れなかった人

への定期予防

接種の実施 

長期にわたる疾病等のため、定期予防接種を受

けることができなかった人を対象に、予防接種法

に基づく定期予防接種を実施しています。 

健康課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】
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新規 

高齢者肺炎球

菌及び高齢者

インフルエン

ザの定期予防

接種の実施 

60～64 歳のうち予防接種法に基づく障害等に

該当し希望する人に、高齢者肺炎球菌及び高齢者

インフルエンザの定期予防接種を実施していま

す。 

健康課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】
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３ 所得の保障

現状と課題 

1 所得保障の充実

・  障害のある人の高齢化にともない、就労系サービスからの工賃収入が見込めず、年金収入

だけでは充実した生活を送ることが難しい状況になると予想されます。積極的な広報活動等

により、障害のある人に対する年金制度及び各種手当による所得保障について、積極的に周

知する必要があります。

今後、市が取り組むべき施策として、何が重要だと思いますか。（主なもの３つまで） 

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 所得保障の充実

・  生活水準の向上に応じた年金や手当てが受けられるよう国等へ要望していきます。その他、

障害のある人に対する外出経費や医療費等の各種助成制度の充実を図ります。 
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主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 障害基礎年金

障害基礎年金額は、物価スライド(物価の伸び

率)を勘案し改定されますが、平成 13 年度と比較

して、年々減額になっています。

(13 年度） (22 年度) 

1 級：1，005，300 円→ 990，100 円

2 級： 804，200 円→ 792，1 00 円(年額)

 (※ 18 年度以降は据置き)

平成 23年 4 月に障害年金加算改善法、平成 26

年 4 月に年金機能強化法が施行され、障害者の所

得補償の充実が図られています。 

国民健康保険課 

【ケアマネ】 

継続 
特別障害給付

金 

特別障害給付金制度はについて、平成 17 年 4

月創設事業 

本給付金は、国民年金制度の発展過程において

生じた特別な事情によりよって、障害基礎年金を

受給していないできていない障害のある人を対

象とした福祉的な措置として支給を行なってい

ます。 

(17 年度） （22 年度) 

1 級：49，850 円→ 50，000 円

2 級：39，800 円→ 40，000 円(月額)

国民健康保険課 

【ケアマネ】 
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継続 

65歳から障害

基礎年金と老

齢厚生年金等

の併給 

平成 18 年 4 月から障害基礎年金を受給しなが

ら働いて厚生年金保険料を納めた場合、65 歳以

降、障害基礎年金と老齢厚生(退職共済)年金を同

時に受けることができるようになりました。ま

た、厚生(共済)年金に加入している夫が死亡した

時、障害基礎年金を受給している妻は、障害基礎

年金と遺族厚生(共済)年金を同時に受けること

ができるようになりました。

障害基礎年金を受給している人は、65 歳以降

同時に老齢厚生年金等を受給できることになり

年金受給額の増額につながりました。併給できる

対象者には、65 歳前に年金機構から通知が届き

ます。それに従って手続きを進めますが、併給す

るためには必ず手続きが必要になるため関係機

関と連携をとり、対象者に年金機構に連絡するよ

う周知に努めていきます。 

国民健康保険課 

【ケアマネ】 

継続 
結核・精神給

付金 

国保加入者で自立支援受給者証(精神通院)所

持者に、自己負担(窓口負担)を現物給付していま

す。 

しかし、財源不足、被用者保険加入者にはこの

ような付加給付がないのが課題となっています。

国民健康保険課 

【地域いこう委】

継続 
生活福祉資金

貸付制度 

手帳所持者に対し、経済的自立や安定した生活

に向け資金を貸し付けています。事業の要件、 

限度額の設定が時代に馴染まない点が課題とな 

っています。 

福祉政策課（社協）

【くらし部会】 

継続 
重度心身障害

児福祉年金 

市内に６ヶ月以上居住している者で、身体障害

者１級～４級、療育手帳、特別児童扶養手当認定

者、障害児福祉手当受給者に該当する 20 歳未満

の障害児の保護者の方に支給しています。 

年額 第 1種 135，000 円 第 2種 99，000 円

第 3種 33，000 円

障害福祉課 

【こども部会】 

継続 
特別児童扶養

手当 

重度若しくはもしくは中度の身体障害者、また

は知的障害、精神障害がある 20 歳未満の在宅の

児童を監護している方に年３回(4・8・12 月期)

に支給しています。 月額 １級 51,100円 ２

級 34,030 円 

障害福祉課 

【こども部会】 
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継続 
障害児福祉手

当 

常時特別な介護を必要とする 20 歳未満の在宅

障害児(身体障害者手帳１級及び２級の一部の障

害児並びに、療育手帳 A１の一部の重度障害児)

に年４回(5・8・11・2月)に支給しています。 

月額 14，380 円 

障害福祉課 

【こども部会】 

継続 
特別障害者手

当 

常時特別な介護を必要とする 20 歳以上の在宅

障害者に年４回(5・8・11・2 月)に支給していま

す。  月額 26，440 円 

障害福祉課 

【ケアマネ】 

継続 
在宅福祉介護

料 

市内に１年以上居住する 20 歳以上の在宅障害

者を、基準日前１年間に、居宅において通算 6ヶ

月以上介護している者方に支給しています。 

 年額 第１種 35，000 円 第２種 25，000 円

第３種 11，000 円  第４種   9，000 円 

障害福祉課 

【くらし部会】 

廃止済
人工透析患者

等見舞金 

低肺機能患者で医師の処方箋等により在宅酸

素療法を行っている者人に支給しています。 

慢性の腎疾患により人工透析を受ける者人で、特

定疾病療養受療証の交付を受けている者人、更生

医療の給付を受けている者人に支給しています。

 年額 15，000 円

障害福祉課 

【くらし部会】 
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４ 生活の移動手段の確保

現状と課題 

1 日常の移動手段の充実(長期目標)  

・  モータリゼーション※1 の進展にともなって公共交通機関の利用者減少に歯止めがかから

ず、民間事業者の努力だけでは公共交通の存続が困難になっています。

・  コスト削減のために路線の廃止や減便等を行うと、市内の交通空白地域・不便地域の拡大

を招き、高齢者・障害のある人等の交通弱者の移動手段の確保・維持がさらに困難になる“負
のスパイラル" が繰り返されます。

・  渋滞緩和と温室効果ガスの排出抑制の観点から、バス・電車など公共交通機関や自転車の

利用が見直されています。

2 移動支援の充実(短期目標)  

・  通学、通所のために移動支援のサービスを受けられず、特に土日・祝日移動支援サービス

の利用希望に対して、事業所が応えられていません。理由として報酬単価が低く事業所の採

算が見込めないなど、サービス体制が整備されない状況があります。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 日常の移動手段の充実(長期目標)  

・  「生活を支えるバス」とするため、交通不便地域・交通空白地域の解消に努めるなど、地

域公共交通ネットワークの構築、また、バスサービスを向上させ「選ばれるバス」への変貌

を目指します。

・  「長野市地域公共交通総合連携計画」の各種事業の実施によりバス交通の活性化・再生を

図り、市内路線バスの年間利用者数の増加、及びバス利用者の満足度を向上させます。 

また、交通空白地域・交通不便地域の解消を進めるとともに、現在運行中の市バス・循環バ

ス・乗合タクシーについては、路線・ダイヤを地域のニーズに合わせていくための見直しを行

い、効率的な運行に努めます。

・  自転車駐車場の必要な場所については、整備を進めるとともに、快適な利用環境とするた

め、屋根等の設置にも努めます。また、市民の環境意識が高揚しているため、CO2 の排出抑

制による温暖化防止対策の観点からも公共交通機関の利用促進の啓発を進めていきます。

2 移動支援の充実(短期目標)  

・  事業所は通所サービス利用促進の助成事業を利用するなどして送迎サービスの充実を図り

ます。また、事業所は積極的に福祉有償運送事業を活用し、ニーズに対応するようにします。

・  冠婚葬祭など短時間の利用の外出は、利用者の負担なく利用できるようにし、長時間の場
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合(宿泊をともなう外出時利用など)は、利用者負担を求めるなどの見直しを行います。 

指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続
移動支援事業

拡大

移動に介助が必要な身体障害者や見守りが必

要な知的障害者・精神障害者など単独では外出で

きない障害のある人に対して、ヘルパ一事業所に

よる移動支援を実施し、外出機会や余暇活動等の

ための外出の際の移動を支援しています。 

障害福祉課 

【地域いこう委】 

【けんり部会】 

【かつどう部会】 

【くらし部会】 

【ケアマネ】

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

市バス等運行

事業、循環バ

ス、空白型乗

合タクシー、

中山間地域輸

送システム、

廃止路線代替

バス、「長野市

地域公共交通

総 合 連 携 計

画」事業の推

進 

住民の移動手段を確保するため、合併町村にお

いては市バス等を運行するとともに、中山間地域

においては住民組織が主体で運行するデマンド

型の乗合タクシーを支援しています。市街地等に

おける交通空白地域・交通不便地域の解消や日常

生活の利便性向上のためには、空白型乗合タクシ

ーや循環バスを運行しています。更に、民間事業

者が維持困難な生活路線バスについては、廃止代

替バスを運行するとともに、一部補助により路線

を維持しています。 

バス交通の活性化・再生を目指し、「長野市地域

公共交通総合連携計画」に基づく各種事業を実施

しています 

交通政策課 

【地域いこう委】

【けんり部会】 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

【ケアマネ】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

利用時間 
市○○人／○○時間 

国○○人／○○時間 

市○○人／○○時間 

国○○人／○○時間 

集 計 中 
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継続 
自転車駐車場

管理運営 

鉄道駅へに自転車駐車場を設置し、自転車から

の乗り換えによる公共交通機関利用を促してい

ます。(現在、34 ヶ所 9，401 台分)。「さわやか

ふれあい通勤市民運動」を経済団体とともに進め

ています。収容台数以上の自転車が駐車されてい

る駐輪場もありますが、増設する適地がありませ

ん。また、自転車駐車場内に放置される自転車が

後を絶たず、整理とのいたちごっことなっている

のが課題となっています。公共交通利用に対する

インセンティブが明確でないと、なかなかマイカ

一通勤の便利さから脱却できないのがの規制が

課題となっています。 

交通政策課 

【しごと部会】 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 

地域たすけあ

い事業補助金

長野市社会福祉協議会が実施する地域たすけ

あい事業に対して事業費の補助を行っています。

 (高齢者や障害のある人で日常生活に支障のあ

る方への家事援助サービス及び単独ではパス・タ

クシ一等の公共交通機関の利用が困難な要介

護・要支援者、障害のある人、肢体不自由者の方

の通院等を支援する外出支援サービス) 

 各地区社協においてボランティアの協力員を

含めて運営を行っており、きめ細かな対応を行っ

ています。 

地区数や利用者の増加により、事業費が増加し

ているのが課題となっています。 

高齢福祉課 

【かつどう部会】

【くらし部会】 



71 

第２節 社会参加のために 

１ 余暇活動の充実

現状と課題 

1 余暇活動の充実

・障害のある人に対する多様な余暇が不足している状態です。また、余暇の楽しみ方・見つけ方

が分からない、 障害特性によっては余暇への意欲が見出せないといったケースもあります。

・行事に限らず外出すると費用がかかり、経済的負担が生じることも課題となっています。 

 2 活動参加支援の充実

・現状では、少ない金銭的負担で参加可能な行事が少なくなっています。

・利用している施設の行事以外の情報が少なく選択肢が限られているのも課題となっています。

スポーツ、レクリエーション、趣味等の活動はしていますか。 

13.5

13.6

14

30.4

36.6

31

51.9

47.8

49.5

4.2

5.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

精神障害者

保健福祉手帳

療育手帳所持者

身体障害者

手帳手帳所持者

よくしている ときどきする ほとんどしていない 無回答

（％）
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 余暇活動の充実  

・スポーツやレクリエーションは、健康・体力の維持増進や機能回復、心身のリフレッシュ等、

様々な効果があるため、施設の整備や環境の充実に努めます。

・各種講座やスポーツ教室、旅行など様々な分野の余暇活動を事業所間で連携して企画し、事業

所の枠を超えて障害のある人自身が自らの希望を基に企画・立案・実施に関わることで興味が持

てるよう支援し、より多くの障害のある人が参加できるようにします。

・市有施設の入場料等の減免の充実を図るとともに、免除・減免・割引の申請手続簡素化等を図

り、 経済的支援を受けやすくするよう努めます。 

・文化交流芸術祭について、一層の周知、広報活動を強化します。 

2 活動参加支援の充実  

・障害のある人が中心になって企画・運営する活動に対して、経費の一部を助成します。 

・事業所間が連携し、携帯端末などで閲覧可能な情報発信を行います。 また、障害者余暇活動

支援事業補助金を継続していきます。

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
文化交流芸術

祭 

開催地により、出品数に格差があるため、周知

方法など改めて対策が必要です。

文化芸術活動に取り組んでいる障害のある人

の作品を紹介、展示することで、障害のある人の

社会参加の促進を図ります。また、市民が作品を

通じて、障害のある人の豊かな感性と、文化芸術

活動への理解を深める機会となることを目的に

実施します。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】
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継続

障害者スポー

ツ振興事業 

（ 各 種 講 習

会、車いすマ

ラソン、正会

員の集い）

長野市障害者スポーツ協会主催により、障害者

スポーツの各種講習会を実施しています。 

 車いすマラソン大会は、全国から多数の選手が

参加しており、周知されてきています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

継続 

市有施設の使

用料等の減免

（体育館施設

使用料減免、

入館料の減免

等） 

平成 19 年 3 月 1 日付「長野市営体育施設使用

料の減免に関する内規」等により、本市長野市及

び指定管理者による施設は全て免除又は減免を

実施しています。 

障害のある人と介護者及び引率者に対して入

館料を減免し、地域文化の学習や芸術文化の鑑賞

機会を支援しています。 

減免措置の周知が利用者間で少しずつ浸透し、

障害者団体を中心に利用者が少しずつ増えてい

ます。 

スポーツ課、博物館

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

継続 

障害者余暇活

動支援事業補

助金 

障害のある人も、充実した生活を送るために、

健康・体力の維持や機能回復、心身のリフレッシ

ュ等を目的として余暇を過ごしたい当事者団体

等に活動費の一部を補助しています。１団体に

30 万円を上限に３年を限度として補助していま

す。 

また、重度障害者外出支援事業補助金は、参加

者1名あたり日帰り旅行1,500円、宿泊旅行3,000

円を継続して補助していきます。

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

継続 
余暇活動支援

推進事業 

余暇に関する情報を事業所とも連携し、色々

様々な媒体を通じて当事者障害のある人に向け

たに情報の発信をしていきます。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

継続 
フロアホッケ

ー競技の推進

障害のある人のためのフロアホッケー教室を

月１回程度開催し、フロアホッケーの裾野を広

げ、競技人口を増やし「障害者フロアホッケー大

会」の開催を目指します。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】
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第４章 教育・育成の充実

~生きる力を育てるために~ 

写真10 

写真の説明文 

写真 11 

写真の説明文 
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第１節 母子保健事業・早期療育体制の充実

１ 充実

現状と課題

1 母子保健事業・早期療育体制の充実 

・  情報の共有化を図り、均一な支援サービスが行えるようにしていく必要があります。  

・  疾病や障害の早期発見のため、乳幼児健康診査や健康教室の充実が必要です。また、相談に

は親身に応対し、本人支援、家族支援の視点から関係機関へスムーズに橋渡しができる人材の

育成及び専門スタッフの資質向上が求められています。  

・  発達の気になる子どもの情報を、保育園や幼稚園、保育園、認定こども園、医療機関、障害

児支援施設、相談機関等の関係機関へ的確に引き継ぎ、発達障害の早期発見、早期療育に努め

る必要があります。それぞれの年齢に応じて、発達状況等の記録を記入した、共通のサポート

ブックを作成する必要もあります。  

・  市の発達相談員は保健所と保育家庭支援課子育て支援課に配置されていますが、業務が多岐

にわたっており、保護者や園からの相談に速やかにかつ十分に対応しきれない状況がみられま

す。  

・  医療的なケアが必要な子どもについては、幼稚園や、保育園、認定こども園で受け入れ体制

が整わず、希望園に入園できない場合もあるため、環境を整える必要があります。  

2 ライフステージに応じた一貫した支援体制の構築  

・  それぞれの障害特性を理解し、乳幼児期、学齢期、青年期とそれぞれの成長段階に応じ一貫

した継続的な支援が必要です。

・  子育てで不安な時などに、気軽に行ける身近な場所や親の思いに寄り添う支援体制の確立が

必要とされています。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 母子保健事業・早期療育体制の充実 

・  乳幼児健診の受診率は 90%を超えていますが、疾病や障害の早期発見のため、今後も高い受

診率の維持に努めます。また、専門スタッフの資質向上のため研修会等を行うとともに、「母

子保健マニュアル」を随時更新し、乳幼児健診の内容の充実を図ります。 

・  障害が発見される時期、保護者が障害を受け入れられる時期によって支援の内容等が異なる

ため、対象児や保護者のニーズを慎重に見極めながら、関係各課が情報を共有し、個別のニー

ズに即した一貫した支援ができるように努め、ます。また、情報共有のために共通のサポート

ブックの作成をします。
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・  医師会及び専門スタッフとの連携を更に深め、医師・専門スタッフの継続的な確保に努めま

す。

・  きめ細やかな支援を行うために、発達相談員の増員を行い、より機能的・有効的に活動して

いきます。

・  医療的ケアの必要な子どもの保育園への受け入れ体制について、調査研究します。

・  保育士の障害理解と資質向上を図るため、研修会等を実施し、障害児保育の充実に努めます。 

2 ライフステージに応じた一貫した支援体制の構築  

・  障害福祉課、保育家庭支援課子育て支援課、保育・幼稚園課（？）、保健所、学校教育課で

行われている各相談事業を整理し、ライフステージに応じた支援ができる体制にします。また、

個別のニーズに即し保健・医療・福祉・教育が一体となった療育システムの確立、その他、新

たに障害児のライフステージに応じ一貫した総合的な支援ができる部署の検討（検討）をしま

す。 

・  専門スタッフを配置し、チーム支援ができる体制づくりをします。

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

乳幼児健康診

査 

・乳児一般健

康診査 

・４かヶ月児

健康診査 

・９～10 かヶ

月児健康の脳

診査 

・１歳６かヶ

月児健康診査

・３歳児健康

診査 

身体発達及び精神発達の面から最も重要な時

期である乳幼児期に、医師・歯科医師・保健師等

による総合的な健康診査を保健センター等で集

団健診方式で実施しています。また、３～11 か

ヶ月、９～10 かヶ月児を対象に、医療機関によ

る個別健康診査を実施しています。 
健康課 

【こども部会】 
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継続 

乳幼児健康教

室 

・７～８かヶ

月児健康教室

・２歳児健康

教室 

母親同士のコミュニケーションの促進と乳児

期の発達チェックによる障害及び疾病の早期発

見のため、7～8 かヶ月児、２歳児健康教室を保

健センター等で実施しています。 

健康課 

【こども部会】 

継続 
育児・健康相

談 

健康・育児に関する相談に応じます。 

保健センター等で実施しています。 
健康課 

【こども部会】 

継続 母子専門相談

妊娠中の気になること、長期療養をしている子

ども、低体重で生まれた子ども、乳児期の成長・

発達に心配のある子ども等の相談に医師、助産

師、作業療法士(OT)、保健師・管理栄養士・歯科

衛生士が応じます。

心身、環境においてハイリスク因子を持つ妊産

婦や乳児、低体重児・未熟児、長期療養児で、妊

娠から出産、育児上の不安や悩みを持つ方を対象

に、長野市保健所において定期的に相談日を設

け、医師による診察と専門相談を実施していきま

す。 

健康課 

【こども部会】 
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継続 発達相談 

乳幼児の精神運動発達や言語発達について、保

護者の疑問や不安について相談に応じる場を提

供し、子どもに応じた適切な保健指導を行うた

め、発達相談、経過観察を実施します。

さらに、精神発達・運動機能・行動面や親子関

係において何らかの問題が懸念される幼児とそ

の保護者に継続的な集団での課題(あそび)によ

り幼児の発達を促します。また、保護者の育児上

の困難さや不安に対して相談を行うことにより、

保護者が幼児の状態や障害を受け止められるよ

うに努めます。

乳幼児をもつ保護者の育児上の困難や不安、精

神運動発達や言語発達について、相談できる場を

提供します。そして、子どもに応じた発達相談、

経過観察等の適切な保健指導を行うことで、幼児

の状態や障害を保護者が受け入れていくように

努めます。 

また、精神発達、運動機能、行動面や親子関係

において、何らかの問題が懸念される幼児とその

保護者に対して遊びを通じた集団で行うカリキ

ュラムを継続して実施することで、幼児の発達を

促します。 

健康課 

【こども部会】 

継続 すくすく広場

乳幼児の精神運動発達や言語発達について、保

護者の疑問や不安について相談に応じる場を提

供し、子どもに応じた適切な保健指導を行うた

め、発達相談、経過観察を実施します。 

さらに、精神発達・運動機能・行動面や親子関

係において何らかの問題が懸念される幼児とそ

の保護者に継続的な集団での課題(あそび)によ

り幼児の発達を促します。また、保護者の育児上

の困難さや不安に対して相談を行うことにより、

保護者が幼児の状態や障害を受け止められるよ

うに努めます。 

健康課 

【こども部会】 
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継続 あそびの教室

乳幼児の精神運動発達や言語発達について、保

護者の疑問や不安について相談に応じる場を提

供し、子どもに応じた適切な保健指導を行うた

め、発達相談、経過観察を実施します。 

さらに、精神発達・運動機能・行動面や親子関

係において何らかの問題が懸念される幼児とそ

の保護者に継続的な集団での課題(あそび)によ

り幼児の発達を促します。また、保護者の育児上

の困難さや不安に対して相談を行うことにより、

保護者が幼児の状態や障害を受け止められるよ

うに努めます。 

健康課 

【こども部会】 

継続 
乳幼児発達健

診 

乳幼児健康診査及び健康教室等の結果、精神・

行動・言語面等で発達に障害があると疑われる子

どもに対し、医師等の専門スタッフによる診察、

指導を実施します。 

健康課 

【こども部会】 

継続 
個別・グルー

プ療育 

乳幼児発達健診の結果、成長・発達に支援が必

要と判断された子どもとその保護者に対して臨

床心理士、言語聴覚士(ST)、作業療法士(OT)、発

達相談員、保健師等が相談を行いできる場を提供

します。 

そして、親の育てる力の向上と子どもの成長・

発達を支援するとともに、子どもの健やかな成

長、発達を促し地域で生活していける技術が身に

つけられるように、また、保護者が生き生きと子

育てができるように障害があっても、援助を受け

ていても、地域で生活していける技術が身につけ

られるように支援していきます。 

健康課 

【こども部会】 

継続 

保育園・幼稚

園等の施設訪

問 

（発達相談事

業） 

発達相談員及び保健師が保育園等を訪問し、子

どもの特徴や障害特性、対応方法について助言を

行うことにより、保育園等が主体的に保育に取り

組んでいけるように支援します。 

保護者や園からの相談に速やかに、かつ十分に

対応できるように発達相談員の増員を検討しま

す。 

子育て支援課

健康課 

【こども部会】 



80 

継続 
障害児保育事

業 

市内の保育士・幼稚園教論等を対象に、研修会

を実施して、保育士の障害理解の促進と障害の特

性と保育の最新の考えや関係機関との連携のあ

り方を学び、質の向上を図っています。障害理解

を深め、保育士の資質の向上を図るため、保育園

職員対象の研修会を実施します。

 また、心身の発達状況により入園が適当と認め

られる医療ケアの必要な子どもの保育園への受

け入れ体制について調査研究しますの整備を行

います。 

保育・幼稚園課 

【こども部会】 

継続

障害児発達

支援体制構築

事業

ワンストップで、中核的に相談にのってくれ、

ライフステージに応じて対応できる機関の設置

を検討します。

将来に向けて必要な支援の方向性を明らかに

し、成長段階に応じた一元的な情報管理ができる

よう、継続的に対応できるケアマネジメントの体

制づくりをします。

児童発達相談支援事業により、障害児及びその

保護者等に対し、施設内や家庭を訪問する等によ

り、各種福祉サービスの提供に係る援助、調整等

を行い、障害児の地域生活に対する総合的なマネ

ジメントを実施しています。また、相談支援体制

の更なる充実と資質の向上を図ります。 

臨床心理士、理学療法土(PT)、作業療法士(OT)、

言語聴覚士(ST)、保健師、コーディネーターを配

置したチーム療育を目指します。 

障害福祉課 

【こども部会】

【ケアマネ】 
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２ 連携

現状と課題 

1 保健・医療・福祉・教育の連携 

・  幼稚園、保育園、認定こども園、において、発達の気になる段階のお子さんについては、市

の発達相談員や県の障害児等療育支援事業の相談員、教育相談の教諭（調整中）など複数の相

談機関がありますが、それぞれの情報共有や役割分担が明確化されておらず、継続的かつ多方

面からの一貫性のある支援が不十分です。初めて出会う支援者が誰であっても、きちんと必要

な情報が提供され、支援される必要があります。

・  相談に対応できる専門スタッフの確保が難しく、幼稚園、保育園、認定こども園からの相談

に速やかに対応する仕組みが十分とはいえない状況です。（調整中）

・  乳幼児期に本人や家族へいかに必要な支援ができるかが大変重要ですが、乳幼児期の保健と

福祉の連携に課題があるため、相互に情報の共有ができず、多分野からなるチームでの支援体

制づくりが難しい状況です。 

2 情報提供の充実  

・  転入者、長期入院児など、保健・医療・福祉サービスなどの情報がなかなか入りにくい状況

にあるため、必要なサービスの情報を提供する必要があります。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 保健・医療・福祉・教育の連携

・  幼稚園、保育園、認定こども園の相談窓口を担う機関の連絡会を設け、情報の共有や各機関

の役割分担の明確化を図り、チーム支援体制を作っていきます。（調整中）

・  本人や家族に対して、保健・医療・福祉・教育など多分野から構成される、早期療育体制を

整備し、幼稚園、保育園、認定こども園、へ定期的にチームで巡回するシステムを構築してい

きます。 

・  発達について支援が必要な子どもと保護者を対象に、各種関係機関と連携しながら、相談支

援等の総合的な支援体制の充実に努めます。また、専門員による園への定期的な巡回訪問を行

い、保育担当者や保護者に対して適切な相談、指導を行っていきます。 

・  共通のサポートブックを活用し、多分野の連絡に努めます。

2 情報提供の充実  

・  市民にとって分かりやすい相談窓口を再構築します。（調整中）また、広報ながの、市のホ

ームページ等の活用など様々な方法で、積極的な情報発信に努めます。
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指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規

発達支援あん

しんネットワ

ーク事業

発達について専門的な支援が必要な子どもや

保護者に対して、情報を共有するとともに、関係

機関との連携･協力を図り、適切かつ総合的な支

援につなげていくことを目指します。 

 また、発達に課題や偏りを持つと思われる園児

に対し、こども相談室職員が関係機関と連携し、

保育担当者や保護者に対して相談･指導を行なう

とともに、園全体で適切な対応ができるように支

援していきます。 

子育て支援課 

障害福祉課 

保育・幼稚園課

健康課 

学校教育課 

【こども部会】

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 相談支援事業

市内にある 8 ヶ所の相談支援事業所に委託を

して、障害のある人が相談し易い体制を整えてい

ます。 

また、障害ふくしネットを活用し、障害のある

人の情報を早期迅速に収集し、相談支援専門員等

に繋げています。 

障害福祉課 

【地域いこう委】

【こども部会】 

【ケアマネ】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

相談延人数 866 人   人 

調 整 中 



83 

継続 
障害者相談支

援事業 

自立支援法施行に伴う 3障害一元化により、障

害福祉サービスのひとつとして在宅サービス支

援が図られています。

児童発達相談支援事業及び療育コーディネー

ター（県依託）により、発達がきになる子どもの

相談や福祉サービスの情報提供及び障害のある

子の子育て相談を実施しています。 

 また、家庭環境も勘案し、必要な機関に繋げて

いける障害児に特化した相談支援従事者を配置

事業を実施します。（確認中）

障害福祉課 

【こども部会】 

【ケアマネ】 

縮小 
特別支援庁内

連携会議 

障害福祉課、子育て支援課保育家庭支援課、健

康課、学校教育課で情報の共有等に関して検討し

連携を図っていきます。 

障害福祉課、子育て

支援課、保育・幼稚

園課、健康課、学校

教育課 

【こども部会】 

継続 
こどもの心事

例検討会 

長野市医師会との共催による「こどもの心事例

検討会」を開催し、各関係者、機関等との連携を

図っています。また、事例集を学校に配布し、活

用の促進に努めています。 

学校教育課 

【こども部会】 

継続 

特別支援学校

教育相談担当

者会 

北信地区特別支援学校教育相談担当者、北信教

育事務所、学校教育課が教育相談や北信地区の特

別支援教育全般について意見交換等をし、連携を

図っています。行い、インクルーシブ教育の実現

のために連携を図ります。

学校教育課 

【こども部会】 

拡充 

健康カレンダ

ー・子育てガ

イドブックに

よる情報提供

媒体を全戸配布するなど幅広く情報を提供して

ガイドブックによる情報しています。

ニーズに応じた様々な情報提供や各種媒体を通

じて保育園、幼稚園、病院等の関係機関及び市内

全戸に配布の実施に努めます。 

健康課、子育て支援

課 

【こども部会】 

継続 

幼稚園・保育

園への定期巡

回システム 

理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士

(ST)、医者、臨床心理士などから構成される巡回

チームを設置し、相談支援従事者がコーディネー

トした、幼稚園・保育園への定期巡回を行います。

障害福祉課 

【こども部会】 

新規 
こども相談室

の相談事業 

０歳～18 歳までの子どもに関する様々な相談

を受付ける総合的窓口です。また、教育部門・福

祉部門等と連携して対応し、適切な支援に結びつ

けていきます。 

子育て支援課 

【こども部会】
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第２節 福祉サービスの充実

１ 充実

現状と課題 

1 放課後や長期休み等における居場所の確保 

・  ニーズがあっても現在の事業所だけでは不足しており、特別支援学校の児童の放課後支援を

はじめ、事業所として受け入れをしたくても場所やスタッフ確保ができない状況にあります。

また、特に医療的ケアの必要な児童受け入れ事業所が不足しています。

・  通学、通所のための移動支援サービスが不十分です。福祉有償運送はありますが、利用者の

負担が大きくなっているほか、公共交通機関の場合、保護者が働いていると児童がバス等を利

用するための練習ができず、利用できないなどの問題があります。また、登下校時に保護者が

付き添うことで児童が自立の機会を逃してしまったり、また保護者の負担も大きいなど課題と

なっています。

・  特別支援学校の児童の放課後支援については、事業所として受け入れをしたくても場所やス

タッフ確保ができない状況にあります。

 2 スタッフの資質向上  

・  障害理解のための学習機会が少なく、サービス提供側であっても、理解ができていない場合

があり、資質の向上が求められています。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 放課後や長期休み等における居場所の確保  

・  事業量見込を計画して、現行実施事業所の提供体制の確保を促進するとともに、需要の伸び

に応じて、提供量の拡大や新規参入する事業所の支援策を検討します。

・  市内の事業所では、様々な障害に対応できるスタッフの育成と看護師などの専門スタッフの

配置を進めていきます。

・  登下校指導、登下校の手段を確保し、自立して登校できるようにするため、学校と福祉事業

所との協力体制を検討します。また、特別支援学校からの下校に関して、事業所付近へのバス

停設置を要望していきます。

・  学校側の放課後の支援体制（児童館のようなもの）の校内設置について(こども政策課)、県

教委等関係機関と協議をしていきます。また、地域で利用できる場所として、市立公民館を利

用しやすくします。 

2 スタッフの資質向上  

・  障害別講演会を開催し、スタッフが障害に対する正しい理解と支援を学習する機会を設けま

す。 また、その補助制度を設ける検討をします。
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指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規
障害福祉計画

の推進

長野市障害福祉計画で、児童福祉法に基づく障

害福祉サービス事業などのサービス量を見込み、

計画的に実施していきます。 

障害福祉課 

【こども部会】

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

障害者（児）

施設医療ケア

事業 

障害者（児）施設事業所が、各種サービス（児

童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、

短期入所、障害児自立サポート、タイムケア）事

業所が医療的ケアを必要とする障害のある人の

受け入れ時に適応される、看護師を配置した場合

にの必要な経費の補助を行います。看護師等配置

が困難な事業所もあり、ニーズを十分に満す環境

整備ができていないのが課題です。

障害福祉課 

【こども部会】 

【医ケア委】 

継続 

短期入所行動

障害児等援護

事業 

強度行動障害がある障害児子ども等が短期入

所事業を利用した場合に、職員加配に要する経費

の一部を施設に補助することにより、施設の運営

負担を軽減することで、子どもの受け入れ可能な

施設の拡大を図っていきます。 

障害福祉課 

【こども部会】 

【くらし部会】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

障害福祉計

画指標 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 

医療型児童発達支援 

障害児相談支援 

相談支援事業 

障害児自立サポート事

業 

児童発達支援 

放課後等デイサービ

ス 

保育所等訪問支援 

医療型児童発達支援 

障害児相談支援 

相談支援事業 

障害児自立サポート

事業 
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継続 
障害児自立サ

ポート事業 

放課後や休日の一時預かりにより介護者の介

護負担軽減を図るとともに、外出サポートや放課

後休日サポートにより自立と社会参加をの支援

していますを行います。 

障害福祉課 

【こども部会】 

継続 
登下校時の支

援 

登下校時の支援については、現行の制度下では

限界があり、の課題があるなかで、家庭、福祉事

業者、ボランティア等による協力も含めてが引き

続き必要です支援体制を検討していきます。 

学校教育課 

【こども部会】 

継続 
市立公民館の

利用 

自立サポート事業など（確認中）の場として市

立公民館の学習室・調理室等の貸出を行っていま

す。施設構造及び老朽化により改修が困難な館も

あり利用しづらい点があるという課題がありま

すです。 

生涯学習課 

【こども部会】 

【くらし部会】 

継続 

障害福祉従事

職員育成支援

事業 

利用者へのより良い支援に結びつくように、ス

タッフの資質及びスキルアップのため、より実践

的な問題に対してどのように対応していくのか

対応していくため、事業所のスタッフを講師とし

てするなど勤務年数・対象障害者年齢別の課題に

対応した研修会等を開催していきます。 

障害者福祉課 

【こども部会】 
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２ 連携（情報交換及び提供）

現状と課題 

1 家族、学校（小・中・高）、サービス事業所  

・  特別支援学校とサービス事業所は連携が取りやすい反面、市立小・中学校では、福祉サービ

スの周知が十分でないため、連携が取りにくい場合があります。 

・  自立サポート利用者やケアプランを立てている児童については、学校でのケア会議に事業所

も参加できている場合が多いため、情報交換や連携ができていますが、それ以外の場合はでき

ていないのが現状です。一方で、事業所では、会議に携わる職員の不足や会議出席に対する費

用がどこからも出ないことが課題としてあります。

・  親の会、保護者の勉強会、交流会に積極的に参加する家庭や開催する事業所がある一方で、

福祉サービス等と連携できておらず、相談すらできず孤立している家庭もあります。 

2 医療機関 

・  保護者が医師と連携が取れていない場合の支援は難しい状況にあります。また、医療機関と

福祉との情報共有が図られておらず、福祉から医療機関へ繋がりにくい状況となっています。

・  新生児特定集中治療室 (NICU) から退院しでも、在宅で介護することが難しいことが多く、

入 院が長期化してしまうことがあります。

3 バス事業者等旅客運送業界  

・  学校からの送迎手段がないために、福祉サービス（自立サポート等）を利用できない子ども

たちがいます。事業所によっては民間タクシー会社と委託契約を結び、学校～事業所～自宅の

送迎を行っている所もありますが、現状では経済的に厳しい状況となっています。

4 行政 

・  子どもに関する行政機関（障害福祉課、保育家庭支援課、子育て支援課、保育・幼稚園課、

保健所健康課、教育委員会等）の横の繋がりが完全ではなく、特別支援庁内連携会議を実施し

ていますが、連携がとれるようになるには課題が多くあります。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 家族、学校（小・中・高）、サービス事業所

・  地域や学校と事業所との交流会、学習会を開催します。また、学校管理職をはじめ、特別

支援教育コーディネーター等の教職員が、他機関との連携の重要性について理解を深めるよ

うな仕組みを作ります。

2 医療機関  

・  福祉サイドから、医療機関へ福祉サービスについての情報提供、情報発信を積極的に行って
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いきます。 また、四医師会（長野市・更級・千曲・須高）との情報交換会等をしていきます。

3 バス事業者等旅客運送業界  

・  事業者が福祉有償運送で、すべての送迎を行うことは困難なため、バス・タクシー事業者等

と連携を図っていきます。 

4 行政  

・  子どもに関する部署のあり方について、関係課及び関係機関と協議していきます。

指標設定事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

拡充

障害児相談支

援連携事業

地域発達支援

会議

地域・学校・事業所・行政との定期的な情報交

換会を開催し、連携を密にしていきます。 

障害福祉課

子育て支援課 

保健所 

学校教育課 

【こども部会】

【ケアマネ】 

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
家族支援（兄

弟支援） 

事業所や地域と連携しながら、障害児の兄弟に

対して、相談やレクリエーションを通じて、兄弟

の支援をしていきます。また、本人支援とともに

家族全員の支援が行えるよう、さらなる相談支援

体制の充実、資質の向上を図ります。

障害福祉課 

【こども部会】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

情報交換会

開催数 
回 回

調 整 中 
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継続 
医師会との連

絡調整会議 

医療と福祉を結ぶため、個々に懸案事項を連

絡、調整、協議する会を設置しますの開催を実践

していきます。 

障害福祉課 

【こども部会】 
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第３節 教育的支援の充実

現状と課題 

1 特別支援教育の充実  

・  発達障害を含め、特別な教育的支援を必要としている児童生徒へのきめ細かな教育を実現す

るため「長野市特別支援教育さんさんプラン」により、一人ひとりの「個別の教育支援計画」

を作成し、適切な指導と必要な支援を行っていますが、具体的な支援体制等に学校間格差が生

じているのが現状です。

・  医療的なケア等が必要な障害があり保護者の負担が大きくなったり、地域の学校に特別支援

学級がないために、適切な教育を受けることができないというケースがあります。

2 発達障害と不登校への支援  

・  発達障害のために学校生活等で、困っていたり、不登校の児童生徒が多くいるため、教職員

の支援の専門性の向上が求められています。

3 放課後・余暇利用の充実  

・  小学校や特別支援学校に通う障害のある児童の放課後子どもプラン施設への利用要望が寄

せられています（こども政策課へ相談）。

・  週末や夏休み等における特別支援学校施設等の利用について、福祉事業者から多くの要望が

出されています。 

4 学校施設の充実  

・  就学時、進級時に障害のある児童生徒の支援に必要な施設・設備の改修及び備品等の配備が

求められています。

5 それぞれのライフステージのつなぎ  

・  特別な教育的支援を必要とする児童生徒にとっては、小・中学校に進学した際の不安や負担

が大きいため、不登校等に陥ってしまうことがあります。また、中学校から高校への情報提供

が少ないため、保護者や学校関係者から改善を求める声が出ています。関係各課による特別支

援庁内連携会議を開催（学校教育課に相談）し、ライフステージごとの支援体制が途切れない

よう、連携を図っていく必要があります。

6 保健・医療・福祉・教育とのつなぎ  

・  保健・医療・福祉・教育との連携は深まりつつありますが、まだ十分とは言えない状況です
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 特別支援教育の充実  

・  発達障害・不登校の児童生徒の支援を含め、教職員の資質向上を図るため、管理職研修をは

じめとする多くの研修会を開催していきます。また、特別支援教育の授業の充実を図るための

長野市特別支援教育研究協力校を中心とした、よりよい実践を発信していくことで、長野市全

体の特別支援教育の教育力を高めていきます。

・  全ての市立小・中学校で、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実を図ります 

2 発達障害と不登校への支援  

・  不登校対策に、特別支援教育の考え方を取り入れて対応していきます。各学校で指名してい

る不登校対策登校支援コーディネーターと特別支援教育コーディネーターがより活動しやす

くなるように、コーディネーターの専任配置を長野県教育委員会へ働きかけ、不登校児童生徒

数の減少を目指します。 

3 放課後・余暇利用の充実 

・  職員の加配等の検討を行ない、放課後子どもプラン施設を利用できるよう配慮します。

・  特別支援学校の寄宿等の学校施設の開放について、県教委等関係機関と協議をしていきます。

・  地域で子どもを育てていくために、指導員の他、地域や福祉の人材・資源を活用していきま

す。

4 学校施設の充実  

・  学校施設のバリアフリー化を重要課題として取り組み、新築・増改築の際には、ユニバーサ

ルデザインの観点から計画及び設計を行っていきます。 

5 それぞれのライフステージのつなぎ 

・  保健・福祉・教育が一体となった、市民にわかりやすい相談支援体制、幼稚園、保育園、認

定こども園→小学校→ 中学校→高校と情報を共有できる組織・体制を整備します。

・  子どもを担当する部署のあり方等、庁内の関係各課の連携方法を研究します。また、子ども

の健やかな成長のために必要な保健・医療・福祉・教育などの専門家が連携した支援体制を構

築します。

・  プレ支援シート等(個別支援手帳、個別の支援計画)情報提供ツールを有効に活用し、保護者
と支援する側が協力し合い、次のライフステージへつなげていく必要があるため、個別の教育

支援計画を基にした支援を、全ての市立小・中学校で受けられるようにします。 

6 保健・医療・福祉・教育とのつなぎ  

・  学校内だけで解決しようとせずに、学校外の保健・医療・福祉関係者との連絡会、支援会議

等の開催を積極的に進めます。
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・  長野市では医療関係者の雇用を進めるために、人材バンク等を構築し、専門家チームを立ち

上げ、部局を超えた教育的課題等の解決を図っていきます。また、医療との連携については、

長野市だけでは話を進めることができないため、医師会等に協力を求めていきます。
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指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続
特別支援教育

巡回相談員

臨床心理士や教育相談関係者の専門家８人が

巡回相談員として学校を訪問し、主として発達障

害に係る対応について教職員や保護者への指

導・助言にあたっています。 

学校教育課 

【こども部会】

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

長野市教育セ

ンター研修講

座 

教職員の指導力・支援力の向上を図るための特

別支援教育講座(5？講座)を実施しています。 
学校教育課 

【こども部会】 

継続 
特別支援教育

支援員配置 

市立小・中学校に在籍する障害に起因する特別

な教育的支援を必要とする児童生徒への支援を

行うため、特別支援教育支援員を配置していま

す。 

学校教育課 

【こども部会】 

継続 

特別支援教育

研究協力校事

業 

障害の特性に応じた教科等指導や、障害に起因

する困難の改善・克服のための指導を効果的に実

施するための研究を実施し、研究成果を市立小・

中学校へ発信しています。 

学校教育課 

【こども部会】 

継続 

特別支援教育

コーディネー

ター指名 

各市立小・中・高等学校で特別支援教育コーデ

ィネーターを指名し、関係者・関係機関との連絡

調整等を実施していますするとともに、技能の向

上を図ります。

学校教育課 

【こども部会】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

相談回数 824 回 900 回
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継続 

特別支援教育

コーディネー

ター連絡会 

特別支援教育コーディネーターのコーディネ

ート力を高めるための情報交換、研修を実施して

います。また、小・中学校聞における移行支援の

情報交換を行っています。 

学校教育課 

【こども部会】 

【ケアマネ】 

継続 
特別支援教育

担任者会 

特別支援教育に携わる教員の職能の向上を図

るための研修や情報交換を行っています。 
学校教育課 

【こども部会】 

継続 

不登校対策事

業

（不登校対策

登校支援コー

ディネーター

指名） 

各小・中学校で不登校対策登校支援コーディネ

ーターを指名し、校内チーム支援体制の整備・活

用を図るとともに、関係者・関係機関との連絡調

整等を実施していますするとともに、スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカーや福祉

等の支援機関と連携し、支援体制の構築を図りま

す。 

学校教育課 

【こども部会】 

拡充 

放課後子ども

総合プランの

充実 

「長野市版放課後子どもプラン」に基づき、小

学校児童の放課後対策事業を推進しています。な

お、放課後の居場所の提供に際しては、既存の施

設や学校施設を活用しています。

児童の放課後対策事業として放課後子ども総

合プランを推進します。その中で、集団生活にお

いて特別な配慮が必要な児童に対応するため研

修を実施し、職員の理解の向上を図ります。 

また、子どもの特性に合わせた支援を行うため

学校関係者等と連携を密にするとともに、必要に

応じて職員を加配し、可能な範囲で施設を利用で

きるよう努めます。 

生涯学習課

こども政策課 

【こども部会】 

継続 
障害児自立サ

ポート事業 

放課後や休日の一時預かりにより介護者の介

護負担軽減を図るとともに、外出サポートや放課

後休日サポートにより障害児の自立と社会参加

を支援しています。 

障害福祉課 

【こども部会】 

継続 学校施設整備

就学時、進級時に障害のある児童生徒の支援に

必要な施設・設備の改修及び備品等の配備を行っ

ています。 

教育委員会総務課、

学校教育課 

【こども部会】 

継続 
小中学校新増

改築事業 

学校施設については、障害の有無に関わらず子

どもたちの活動に支障なく、安全に安心して利用

できる環境が必要ですを整備することに努めて

います。 

また、学校開放や災害時の避難場所としての利

教育委員会総務課

【こども部会】 継続 
小中学校大規

模改造事業 
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継続 
小中学校耐震

補強事業 

用においても、障害のある人を含む多様な地域住

民の利用が想定されることから、施設のバリアフ

リー化は重要な課題と認識していますを促進し

ていきます。現状は、新増改築の際や児童生徒の

在籍状況に応じた緊急性の高い改修を優先的に

行い、今後も、小中学校の改築事業においては、

エレーター、多目的トイレの整備に取り組んでい

きます。 

継続 

新設特別支援

学級等施設整

備 

就学時に障害のある児童生徒の支援に必要な

施設整備を行っています。また、新たに設置され

る特別支援学級等の備品・消耗品を整備していき

ます。 

教育委員会総務課、

学校教育課 

【こども部会】 

縮小 
特別支援庁内

連携会議 

関係部局が相互に連携及び協力することによ

り、特別な支援を必要とする障害のある乳児、幼

児、児童及び生徒の発達段階に応じた相談及び支

援を行う体制を整備し、総合的な支援の推進を図

っています。 

学校教育課

【こども部会】 

拡充 
幼保小連絡会

連携会議 

小学校、幼稚園、保育園、認定こども園、保育・

幼稚園課保育家庭支援課、学校教育課の代表者に

より組織で構成し、幼稚園・保育園から小学校へ

の円滑な接続移行を図るための連絡をしていま

すに連携しています。就学にあたり、小学校単位

で「幼保小連絡会」を設けて情報交換を行し、い

ます。また、就学後も適宜情報交換を実施してい

ます。 

学校教育課 

保育・幼稚園課 

【こども部会】 

継続 小中連絡会 

中学校就学にあたり、各中学校単位で「小中連

絡会」を設けて情報交換を行うとともに、進学後

も適宜情報交換を実施しています。 

学校教育課 

【こども部会】 

継続 
中高コーディ

ネーター会 

高等学校入学にあたり、入学予定者についての

情報交換を実施しています。 
学校教育課 

【こども部会】 
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継続 

心身障害児就

学指導教育支

援委員会 

幼稚園、保育園、認定こども園、、児童福祉施

設、小・中学校に就学相談の説明を行っています。

また、就学相談の申し込み時に、児童・生徒の在

籍校及び教育相談室において就学についての保

護者の意向を確認し、就学指導判定案に活かして

います。保健、医療、教育に携わる委員が、一人

ひとりの就学先について検討し、判断を行ってい

ます。

また、「就学指導書及び就学指導参考資料」は、

教育委員会が作成する個別の教育支援計画にな

っています。平成 28 年度から施行される障害者

差別解消法に基づき、保護者との合意形成や学校

における合理的配慮が実践されるように各学校

に対し、指導を行っていきます。そして、学校教

育法施行令の一部改正を基に、保護者に対して十

分な情報提供を行い、意向を勘案して就学判断し

ていきます。

学校教育課 

【こども部会】 

継続 

長野市障害ふ

くしネットこ

ども部会 

市立小・中学校教職員に長野市障害ふくしネッ

トこども部会への参加を呼びかけています。福祉

関係者との連携の必要性について、理解が広まり

つつあります。 

また、子どもに係る関係課が情報の共有を図

り、ライフステージごとに支援体制が途切れない

よう連携を図ります。

障害福祉課 

【こども部会】 

新規 

放課後子ども

総合プラン施

設児童館、児

童センター、

プラザへの巡

回相談支援 

放課後子ども総合プラン施設において、特別な

配慮が必要な児童の利用希望が増加する中、支援

員の障害等への理解促進や、療育コーディネータ

ー等専門スタッフによる相談支援の充実を図り 

こども政策課 

障害福祉課 

【こども部会】

新規 
保育所等訪問

支援の促進 

障害児が通う保育園等を訪問して支援を行う保

育所等訪問支援事業において、学校、児童センタ

ー、プラザにおける利用の促進を図る。 

【障害福祉課】 

【こども部会】
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第５章 就労・日中活動の充実

~積極的に活動するために~ 

写真1１ 

写真の説明文 

写真 1２ 

写真の説明文 
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第１節 雇用機会の拡大に向けて

１ 相談から就労への支援

現状と課題 

1 相談しやすい相談窓口の充実が必要  

・  障害のある人の就職についての相談窓口がわかりにくく、関係機関のネットワークの更なる

充実が求められています。

2 就労への実習が不十分  

・  企業側への障害理解の促進や、障害のある人自身の仕事への適性を考えるためにも、企業で

の実習は大切です。職場体験としての実習先は除々に増えてきていますが、更に様々な職場体

験の場の拡充が課題となっています。 

3 学ぶ機会の充実が必要  

・  障害特性により、対人関係がうまくいかないケースがみられます。就労移行支援事業所、就

労継続支援事業所、地域活動支援センター等で生活技能訓練 (SST) ※lを実施していますが、
まだ不十分な状況です。

・  保護者の中には、情報の偏りや伝達の不十分さから、社会生活に向けた準備や支援の在り方

に困惑している方がいます。 

4 就業した後の定着支援（フォローアップ）の充実が必要  

・  就職した後のフォローアップとして企業等への巡回訪問や余暇支援などを行っていますが、

就労移行支援事業所、長野圏域障害者就業・生活支援センターでは限界があるため、新たな対

策が必要となっています。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 相談窓口を充実  

・  長野市職業相談室、長野圏域障害者就業・生活支援センター、長野障害者職業センター、ハ

ローワーク等専門機関を適切に紹介していきます。

・  長野市自立支援協議会での就労関係機関とのネットワークを更に進め、就労への支援体制を

強化します。

2 就労のための実習を強化  

・  市所有の施設での実習を増やしていきます。また、ハローワークを通じて障害のある人の特

性に応じた実習先を増やしていきます。 
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3 学ぶ機会の充実  

・  本人のライフステージに合わせ、良好な人間関係を保てるような学習の機会を設定します。

・  卒業後の社会生活の充実に向け、保護者を対象とした相談会や研修会通所施設説明会を行い

ます。また、当事者を中心としたネットワークの構築を推進します。 

4 就業した後の定着支援（フォローアップ）の充実が必要 

・  長野市独自の職場定着支援員を配置し、長野市で就職している方の定着支援と、余暇などの

生活面も含めて支援していきます。

・  学校と連携しながら、小学校段階から将来を見通し、職業・職種等についての知識の獲得や、

「働くこと」の意義や目的の啓発を行います。また、学校教育においては、キャリア教育を推

進します。 

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続
長野市障害ふ

くしネット

市、障害者施設及び就労関係機関等が、障害者

雇用と社会参加の促進を図るためにセミナー、機

関紙、ガイドブックの発行をしています。また、

長野市障害ふくしネットしごと部会Ⅱを開催す

ることにより、就労関係機関とのネットワーク化

を図っています。

障害福祉課 

【けんり部会】 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

【ケアマネ】

継続 

長野市職業相

談室での相談

事業 

長野市職業相談室での相談業務の中で障害の

ある人からの相談がある場合については、同じフ

ロアにある長野圏域障害者就業・生活支援センタ

ー等の就業支援ワーカーに繋いで専門機関へ的

支援を依頼します。 

産業政策課 

【しごと部会】 

廃止済
保護者への相

談会及び研修

長野市障害ふくしネットしごと部会Ⅱにおい

て、保護者を対象にした研修会、勉強会及び相談

会を実施し、就労に向けた保護者の知識の向上を

目指し、支援ネットワークを構築します。 

障害福祉課 

【しごと部会】 

継続 

障害者（児）

インターンシ

ップ支援事業

長野市では実習の窓口となり、障害者(児)のイ

ンターンシップの受け入れをします。また、将来

的には民間企業への障害者(児)のインターシッ

プの受け入れについても支援していきます。 

障害福祉課 

【しごと部会】 
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継続 
ぷれジョブ事

業 

障害のある人が小さい頃から働くことに意識

を向けていくために、小中学生で、希望者を募り

職場体験を行っていきます。職場体験の受け入れ

先となる企業やお店の開拓が課題となりますで

す。 

障害福祉課 

【しごと部会】 

【こども部会】 

継続 

職場定着支援

員の配置・加

算事業 

就労移行事業所等に、職場定着支援員を置き、

定着支算事業援を行った場合、その実績に応じて

加算をつけます。 

障害福祉課 

【しごと部会】 

２ 企業へのアプローチ

現状と課題 

1 企業への啓発が不足  

・  企業の障害に対する理解が不足しており、障害者雇用を考える企業の開拓が難しくなってい

ます。また障害の重い方、常時付き添いの必要な方などの就職が実現しにくくなっています。

・  障害者雇用に興味がある企業も、現場の職員の理解がないと、障害のある人が働く・働き続

けることは難しい状況になっています。企業の障害のある人への理解の浸透が必要です。

・  障害者雇用に関する助成金制度の周知など、各機関が連携して雇用側への支援も行っていく

必要があります。

2 職場定着支援員の充実が必要  

・  ジョブコーチは知名度が高く、普及しつつありますが、現在の人数では、すべての障害のあ

る人に対するフォローアップは不可能となっています。

・  障害のある人が安心して働けるような環境を整えていく必要があります。

3 障害のある人をめぐる待遇の改善が必要  

・  障害のある人が就職できたとしても、賃金が低い、昇給が無い等の状況がみられます。障害

のある人の待遇向上のための対策も不足しています。 

あなたは。今後働きたいと思いますか。 

働くためには、どのような環境が整っていることが大切ですか。（主なもの３つまで） 
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あなたは今後、「働く場」としてどのようなところを希望しますか。 
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60歳代以上

正規の社員・従業員として働ける職場

パート・アルバイトとして働ける職場

障害者だけを雇用し、障害者が正規の社員・従業員として働ける職場

一般就労に向けて、障害者が作業訓練する施設

働いて一定の作業工賃を受ける福祉施設（就労継続支援事業所など）

仲間と一緒に軽作業をする施設（地域活動支援センターなど）

その他

とくに希望はない

働きたいと思わない

無回答

（％）

精神障害者保健福祉手帳所持者
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 企業への啓発充実  

・  行政が率先して積極的に雇用を進め、法定雇用率を上回るよう採用していくなど、積極的な

障害者雇用に取り組んでいきます。

・  中小・零細企業への優遇措置や障害者雇用企業に対する表彰制度などの雇用促進に繋がる制

度を充実していきます。

・  障害者雇用の事例や制度等の説明会を開催し、企業へ障害理解の促進を図り、障害者雇用の

メリットや利用できる制度等のアピールを行っていきます。また、障害のある人の就職につい

て広く知ってもらう機会の充実を目指します。

・  国の障害者試行雇用(トライアル雇用)事業等の支援制度について、事業主へ周知を行うとと

もに、長野市特定求職者常用雇用促進奨励金制度の利用促進を進めて障害者雇用促進を図って

いきます。

2 職場定着支援員の充実  

・  職場定着支援員のスキルアップを図るため、研修会を実施していきます。

・  障害のある人への定着支援だけではなく、働く場の環境や仕事の切り出し方、コミュニケー

ションの取り方など、会社全体の障害者雇用に対する具体的なアドバイスを行い、安心して働

ける会社作りを目指します。

3 障害のある人の待遇改善が必要  

・  障害のある人を雇用する際に企業が受けられる制度やメリットについて、市のホームページ

等を通じて情報提供してきます。 

主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
長野市職員採

用 

非常勤職員を含む職員任用の中で身体障害者

を対象とする職員採用選考の実施などにより、法

定雇用率を上回るように、障害のある人の採用及

び雇用の継続に取り組んでいます。 

さらに、知的障害者についても、任用の拡大を検

討します。 

職員課 

【しごと部会】 
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継続 

特定求職者長

野市トライア

ル雇用者常用

雇用促進奨励

金制度

障害者の特定求職者等の常用雇用の促進を図

るため、国の障害者トライアル雇用奨励金により

試行的に雇用した労働者を 12 ヶ月以上常用雇用

した場合、事業主に奨励金を交付していきます。

産業政策課 

【しごと部会】 

継続 

障害者の雇用

促進に関する

情報提供 

障害者の雇用促進に関する各種支援制度の情

報を収集し、提供しています。

長野市職業相談室や当課ホームページ、長野市

の企業 PR・求人情報サイト「おしごとながの」

などで障害者の雇用に関する様々な情報を提供

しています。 

産業政策課 

【しごと部会】 

【ケアマネ】 

継続 
長野市障害ふ

くしネット 

ジョブコーチを充実していくため、長野市障害

ふくしネットしごと部会Ⅱで就業支援ワーカー

や生活支援ワーカーの充実について検討してい

きます。 

また、雇用された障害のある人のネットワーク

を活用し、支援企業への底上げを図っていきま

す。 

障害福祉課 

【しごと部会】 

継続 
障害者雇用啓

発促進事業 

長野障害者職業センターなどと連携し、障害者

雇用の事例や制度等についての説明会を開催し、

企業へ障害者雇用の促進を図っていくとともに、

障害のある人の就職について一般市民に広く知

ってもらう機会を充実し、障害者雇用するのメリ

ットや利用できる制度等のアピールをしていき

ます。 

障害福祉課 

【しごと部会】 
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第２節 日中活動の充実

１ 日中活動

現状と課題 

1 活動の場の情報伝達や場の確保の充実が必要  

・  市内の日中活動の場は年々増えてきていますが、必要な情報が必要な人に伝わっていない状

況がみられます。

・  サービスが必要な人が希望する立地、時間、設備、障害特性等の条件が合わず、活動場所の

確保ができない場合もみられています。 

2 活動内容の充実が必要  

・  一人ひとりの障害特性に合った活動内容を提供していく必要があります。運動などの余暇を

楽しみたいと希望する利用者も多くいますが、余暇支援を充実させるための人員が不足してい

るなど十分に提供できていない場合もあります。
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現在の日中活動状況についてお聞きします。（複数回答） 

0 10 20 30 40 50 60

保育園・幼稚園・認定こども園に通っている
小学校に通っている
学校に通っている

学校・大学に通っている
特別支援学校に通っている

通所施設に通っている
一般の会社で働いている
家事や家業を手伝っている
入所施設を利用している

自宅にいる
その他
無回答

15歳未満 30歳代以下 40歳代・50歳代 60歳以上

（％）

精神障害者保健福祉手帳所持者

0 10 20 30 40 50 60

保育園・幼稚園・認定こども園に通っている
小学校に通っている
学校に通っている

学校・大学に通っている
特別支援学校に通っている

通所施設に通っている
一般の会社で働いている
家事や家業を手伝っている
入所施設を利用している

自宅にいる
その他
無回答

（％）

療育手帳所持者

0 10 20 30 40 50 60

保育園・幼稚園・認定こども園に通っている
小学校に通っている
学校に通っている

学校・大学に通っている
特別支援学校に通っている

通所施設に通っている
一般の会社で働いている

家事や家業を手伝っている
入所施設を利用している

自宅にいる
その他
無回答

（％）

身体傷害者手帳所持者
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現在、日中の活動で困っていることや悩んでいることがありますか。 

 件数 主な意見 

理解がない 14 ・障害があるように理解してほしい ・周囲の理解 

・言葉が不自由のため会話が困る  ・施設指導員の理解が足りない

・自閉症の支援対応がなかなか思うようにいかない 

権利擁護・差別 8 ・障害者用駐車スペースが埋まっている 

・アパートに身体障害者用の設備がない 

・公園や買い物先での障害者用駐車スペースがない 

・視覚障害者に差別的な言動を受ける 

・体調行動への気遣いのなさ 

相談支援 18 ・いろいろな手続きがうまくできない 

・どうすれば統合失調症がよくなるのか 

・ひきこもりになって困っている、悩んでいる 

・仕事の負担が大きいが相談できる人がいない 

・些細なことを話し合える相手がいない 

・相談できる人がいなくて孤独感を感じる 

福 祉 サ ー ビ

ス・情報提供 

24 ・担当職員はもっと視野を広げてほしい 

・タクシーにできるだけ乗りたい 

・プールに連れて行ってもらえるサービスがほしい 

・近くに良い施設がない  ・道が狭く自宅に救急車が入れない 

・車いすか小さい車を借りたい 

・庭の草むしりをしてほしい 

・篠ノ井に地域活動支援センターをつくってほしい 

・会話をスピーディーに文字化するタブレットがほしい 

・回覧板や広報でお知らせをしてほしい 

医療関係 10 ・看護師等が忙しそうでお願いがしづらい 

・長野には体調を相談できる医療機関がない 

・排便障害のため退院できずにいる 

リハビリステ

ーション 

2 ・自分でリハビリしているが、できているかわからない 

・リハビリを受けられる施設に入所したい 

経済面 12 ・お金がない   ・車検が支払えず軽トラに乗れない 

・障害者年金が低すぎる ・生活費が足りない 

・年金生活で困っている 
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 件数 主な意見 

生活面 123 ・買い物が困難      ・畑仕事をしたいが腰痛がある 

・日中一人でいることが多く、体調が悪くなったとき援助してほしい

・単独で外出ができない  ・水分補給が大変 

・重いものが持てない  ・耳が不自由なので大勢のなかに入れない

・歩くことがだんだん難儀になってきている 

・補聴器を使用しているが、電話が聞き取りづらく不便を感じる 

家族 12 ・高齢の親の世話をしなくてはならず、自分の障害のケアができない

・妻が知的か認知障害でコミュニケーションが取れずイライラする 

・主人の介護   ・実母がデイサービス等を拒むので非常に困る 

・父親が認知症になり、世話がたいへんで自分の治療ができない 

日中活動 12 ・障害のある人たちだけのサークルが近くにほしい 

・スポーツしたいけどなかなかできない 

・気軽に失語症の仲間と集まれる場所があればいい 

・ときどき話し相手がほしい 

・地域住民と活動をともにすることが非常に難しい 

・土日をどう活動するか 

子育て、教育 3 ・若い人向け、子育て世代向けのサークルがあるといい 

・校内でも相談できる先生、福士事業所でも子ども自身が相談できる

スタッフが少ない 

・放課後デイサービスの手続きが面倒 

就労 38 ・ストレス過多で感情コントロールが出来ず、職場に理解してもらえ

ない ・働ける場所が見つからない 

・職場でひとりでもいいので理解のある人がほしい 

・求人で 45 歳以上がほとんどない 

・工賃がもう少しほしい 

・朝早く出勤ができないので労働時間が短く、賃金も安い 

ユニバーサルデ

ザイン 

6 ・音声による信号機がない ・外出先に車いす、トイレがない 

・エレベーターを設置してほしい ・洋式トイレを増やしてほしい 

・バスのステップが高くて不便 

移動手段 15 ・出かけたくても移動手段がない  ・グルリン号のような小さなバ

スがほしい  ・病院までの交通手段  ・バスの本数が少ない 

その他 75 ・調子の悪いときでも動かなくてはならない 

・自分自身がなにをすればいいのかわからない 

・外出が出来ない  ・実家にだれかいないと不安で留守番もままな

らない  ・外出が怖い  ・車いすだと歩道の駐車が邪魔 

・車いすだと自宅トイレが利用できない 

計 374 

資料：障害者当事者アンケート（平成 27年 6 月実施） 
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 活動の場の充実 

・  一人ひとりの障害に合った日中活動の場を選択できるよう、各事業所の特徴などを細やかに

情報提供できるようにしていきます。

・  各支援機関が連携を密にとりながら、一人ひとりのニーズに合った日中活動の場を利用でき

るよう努めるとともに、地域住民との連携を図り活動の場を広げていきます。

・  障害のある人が住みなれた地域で自立して、健康的で安定した生活が送れるよう社会参加に

向けた支援を継続し、地域社会との交流を図りながら日中活動の場を提供していきます。

・  通所施設ガイドブック作成や通所施設説明会、事業所見学会を企画し、情報提供をしていき

ます。

2 活動内容の充実  

・  障害のある人への日中活動の場に対する要望等を調査し、課題分析や改善策を検討していき

ます。

・  関係機関の連携により、障害特性を考慮したバリエーション豊かな活動内容について情報交

換を充実していくとともに、研修会等を開催し活動内容を充実していきます。

指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規

地域活動支援

センターの充

実 

障害によって働く事が困難な障害者の日中の

活動をサポートするため、地域活動支援センター

の充実を図ります。 

障害福祉課 

【しごと部会】

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

利用者数 人 人 

集 計 中 
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主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 

障害者福祉セ

ンター管理運

営 

管理運営を指定管理者に委託し、障害のある人

に必要な各種講座・訓練事業を行い、社会参加を

促進しています。 

福祉政策課 

【けんり部会】 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

継続 
地域交流施設

の開放 

市南部には、長野市障害者施設ハーモニー桃の

郷があり、地域の障害のある人が身近に利用でき

るほか、中学校や他の障害者施設に隣接してお

り、地域交流を通じて障害理解も促進していま

す。市北部には、長野障害者総合施設いつわ苑が

あり、同様の役割を果たしています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【かつどう部会】

継続 

通所施設ガイ

ドブックの発

行 

通所施設の詳細な情報が分かる冊子を定期的

に作成してい発行します。 

 また、利用者のニーズを把握し、各施設の特色

に合った活動メニューの提供ができるようにし

ていますや雰囲気が伝わり易い、利用者に配慮し

た冊子にしていきます。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

継続 
通所施設説明

会の開催 

通所施設説明会を開催しています。 

説明会を通じて事業所の PR を行い、活動場所

の選択肢がより広がるように努めています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

継続 
活動内容の充

実 

課題分析やアンケート調査を行う事により、現

在利用している日中活動の場の検討及び、ニーズ

とのマッチングを図っていきます。 

障害福祉課 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

継続 

北信レクリエ

ーション協会

の取り組みへ

の参加／サン

アップル（イ

ンストラクタ

ー）の活用 

レクリエーションに興味関心のある人なら誰

でも北信レクリエーション協会へ参加できます。

各種イベントへの参加・講師派遣を行うなど、会

員の活動の場は年々広がっています。 

障害福祉課 

【かつどう部会】

【くらし部会】 
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第３節 工賃アップ

現状と課題 

1 安定受託のための仕組みづくりが必要  

・  就労支援施設等が受託している仕事は、業者の都合や時期によって仕事量が増減するため、

安定した受託の仕組みづくりが必要となっています。

2 新たな販路拡大が必要  

・  就労支援施設等で製造する製品が売れ残ってしまうなどの課題があり、新たな販路を拡大す

る必要があります。 

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 安定受託のための仕組みの充実

・  安定した受託のために、商工会及び観光協会、中小企業同友会、NPO 法人等との連携を図る

とともに、積極的な広報活動を行い、共同受託の仕組みを長野市障害ふくしネット内で構築し

ていきます。

・  長野市の外部委託業務については、長野市障害ふくしネットを活用し、優先的に情報を流し

ていきます。

2 新たな販路拡大の推進  

・  市民に広く障害者施設の自主製品を知ってもらえるよう、公共施設等に製品を展示したり、

直売所に製品を置く場所を確保するなどの働きかけをしていきます。

・  販売場所として、市役所等の行政施設内や共同販売スペースなどの場所を確保していきます。

・  障害者関係のイベントや市の行事などを活用し、アピールする場を充実していきます。

・  施設の商品をラジオ・テレビ・新聞・チラシ・ホームページ等で広報していきます。

・  長野市産の農産物を一定量取扱う店を地産地消協力店として認定する制度を活用し、市内産

の農産物を使用した障害者支援施設の加工品について、P R 等を図ります。
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主な事業

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 安定した受託

長野市障害ふくしネットの充実、関係機関との

連携を図り、民間企業等から仕事の情報をもらえ

るような働きかけを行っていきます。また、民間

資源の活用を行い、企業や商店、NPO 法人等と連

携を図り安定した受託の確保に努めます。 

福祉政策課 

【しごと部会】 

継続 販路の拡大 

のんびり屋ララでは、障害者施設で、作った自

主生産品等を、障害者団体・施設等の方が当番で

販売訓練を行っています。(もんぜんぷら座内) 

各課で実施している直営ショップ(アンテナショ

ップ、シルバーショップ等)に、自主製品の販売

スペースを設けます。 

障害福祉課 

農業政策課

【しごと部会】 

継続 

ホームページ

の活用（市、

観光関係） 

障害者施設の自主製品を、長野市のホームぺー

ジや観光関係のホームページに掲載し、自主製品

のアピールを図ります。 

障害福祉課 

（広報広聴課） 

【しごと部会】 



112 

第４節 優先調達の推進 （新規追加）

現状と課題 

1障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

・  障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体の受注機会を確保するために必要な

事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、

もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的

に、優先調達推進法が制定され、平成 25年 4月 1 日に施行されました。

・  長野市は、毎年度「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定

し、市が調達する物品等の目標額を掲げて優先調達の推進に取組んでいます。

・  長野市には、物品等の調達が行われる対象となる長野市入札参加資格」を持たないため、市

が発注することができない障害者就労施設があります。

・  現状では、調達を担当する職員に対する情報共有の体制が整っていないことで、障害者就労

施設等から調達可能な物品や役務等のうち、一部を障害者就労施設以外から調達している場合

があります。

・  障害者就労施設と市の連携体制が十分ではないため、各障害者就労施設からの調達に偏りが

生じています。
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【調達先の分類】

障害者就労施設 就労移行支援事業所 

就労継続支援事業所（Ａ型、Ｂ型） 

生活介護事業所 

障害者支援施設 

地域活動支援センター 

小規模作業所 

障害者を多数雇用している企業 特例子会社 

重度障害者多数雇用事業所 

障害者雇用促進法に基づく在宅就業

障害者等 

在宅就業障害者 

在宅就業支援団体 

【物品等の分類】

物 

品 

①  事務用品・書籍 筆記具、事務用品、用紙、封筒、ゴム印、書籍 など 

②  食料品・飲料 パン、弁当・おにぎり、麺類、お茶、農産物 など 

③  小物雑貨 衣服、装飾具、木工品、各種記念品、花苗 など 

④  その他の物品 

机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー、寝具、器物

台、プランター、車椅子、杖、点字ブロック等、上記以外の

物品 

役 

務 

①  印刷 ポスター、チラシ、報告書・冊子、名刺等の印刷 など 

②  クリーニング クリーニング、リネンサプライ など 

③  清掃、施設管理 清掃、除草作業、駐車場管理 など 

④  情報処理 ホームページ作成、データ入力、テープ起こし など 

⑤  飲食店の運営 売店、レストラン、喫茶店 など 

⑥  その他のサービス・役務

仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、

おしぼり類折り、筆耕、文書の廃棄（シュレッダー）、資源

回収・分別等、上記以外のサービス 
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今後の施策の方向性（５年後の目標） 

1障害者就労施設等からの物品等の調達の推進

・  障害者就労施設等から調達可能な物品や役務等の再度検討と調整に勤め、調達件数及び金額

の向上を図ります。

・  長野市障害ふくしネットと協力し、障害者就労施設の販売物品等の把握に努め、障害者就労

施設の販売物品・受注可能な作業リストを庁内及び長野市ホームページに公開します。 

・  障害者就労施設の販売物品等の情報を活用して障害者就労施設の受注の増進に努めます。 

・  障害者就労施設等の長野市入札参加資格の取得を推進します。

・  共同受注や分割発注等を推進します。 

指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規

優先調達促進

のための計画

及び実態調査

の実施

優先調達促進のため庁内連携すると共に、推進

のための情報共有や実態調査を行い、推進を図

る。

障害福祉課 

【しごと部会】

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

新規 
優先調達方針

の策定 

毎年度「障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進を図るための方針」を策定し、優先調達の推

進に取り組む。 

障害福祉課 

【しごと部会】

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

調達件数 

調達金額 

    70 件

6，913 千円

  100 件

10,000 千円

調 整 中 
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 第６章ユニバーサルデザインのまちづくり     

~安心して活動できるために~ 

写真1１ 

写真の説明文 

※ユニバーサルデザイン

設計段階からすべての人々が共通して利用できるようなものや環境を構想することです。どちらかとい

うと特定の人のためという意識が強いバリアフリーの上位概念で、万人向けに年齢や性別、障害のある

なしにかかわらず、最初からバリアのない環境をつくろうとする考え方です。

※ユニバーサルデザイン政策大綱

「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づいた社会環境

を実現するための基本理念と施策。国土交通省が策定し、 2005 年 7 月に発表されました。これまでも、

建築物に関するハートビル法や、公共交通機関に関する交通バリアフリー法など各分野で対応が行われ

ていましたが、施設などのハード面でのバリアフリー化が主で、各分野が一体となった取り組みではな

く、多様な利用者を対象としていないなどの課題もありました。ユニバーサルデザイン政策大綱では、

これまでの取り組みをユニバーサルデザインの観点で見直し、利用者全員が問題を共有し互いに協力し

あえる「心のバリアフリー」の促進など、ソフト面も含めた総合的なバリアフリーを推進しようとして

います。
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第１節 ユニバーサルデザインの推進

１ ユニバーサルデザインを実現する公共施設の計画

現状と課題 

1 公共施設や準公共施設、建築物の整備 

・  公共施設の建設については、当事者や介助者や支援者などの意見を多角的に取り入れる必要

がありますが、意見を取り込むシステムが不足しています。また単体としてみれば基準に合致

していても、総合的には機能しないことがあり、トータル的に検証していくシステムが不足し

ています。

・  長野市障害福祉推進のためのアンケートからは、「多機能トイレを増やしてほしい」、「多

機能トイレが使いにくい」、「手すりをつけてほしい」、「外出先で座れる場所を増やしてほ

しい」、「手で押すタイプの自動ドアの場所には入れない」 など、様々な意見や要望が出さ

れています。

・  ユニバーサルデザイン・バリアフリー、「バリアフリー新法」、「長野県福祉のまちづくり

条例」及 び「長野市福祉環境整備指導要綱」の趣旨や内容を踏まえた市民参加の関わり、障

害のある人本人の要望を反映できるよう周知の必要があります。

2 公共交通や道路、交通手段等の整備  

・  公共交通や道路等の整備についても、障害のある人の意見を吸い上げることにより、移動困

難者のためのシステム構築の充実が求められています。特にタクシ一等は、多岐にわたるニー

ズへの対応が求められています。

・  長野市障害福祉推進のためのアンケートからは、公共交通については、「バスの表示が分か

りにくい」、「バスの表示を大きくしてほしい」、「ノンステップバスを増やしてほしい」、

「山間地にはリフト付きバスの配置がない」など、歩行時の安全確保については、「段差を解

消してほしい」、「視覚障害者用の音声信号を設置してほしい」、「放置自転車や看板等の不

法占拠物で、障害のある人の通行ができない」、「長野駅善光寺口に下りエスカレーターを設

置してほしい」、「駅周辺の除雪をしてほしい」など、移動については、「交通費の補助をし

てほしい」、「移動支援を利用できる範囲を拡大してほしい」、「施設までの送迎をしてほし

い」などの意見や要望が出されています。

3 情報のバリアフリー化  

・  障害のある人もない人も、みな平等に情報が得られることが必要です。生活情報や制度利用

のための情報、そして政治に関する情報など、必要最低限の情報を等しく受信できるよう、障

害の特性に応じた個別の配慮が必要となっています。

・  情報が障害のある人に届かない等の情報格差により、公共サービスの平等な利用ができない

場合もあります。特に支援者が近くにいない人は、情報から取り残されがちになってしまうこ

と
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が懸念されます。

外出頻度に関するアンケートを掲載  

外出の際に困ったり、不便に感じることはありますか。（複数回答） 

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 公共施設や準公共施設、建築物の整備  

・  すべての人が安心して、快適な利用ができるまちとなるよう、ユニバーサルデザインを進め、

市民と一体となった総合的な福祉のまちづくりを推進します。

・  公園、緑地等に車いす利用者トイレ多機能トイレ、水飲み場の設置、車いす使用者障害者用

駐車スペースの確保など施設のユニバーサルデザイン・バリアフリー化を推進し、障害のある

人の利用に配慮した施設内容や環境の整備に努めます。

・  公衆トイレを新設する場合やには、関係課と協議を行いユニバーサルデザイン・バリアフリ

ーに配慮した多目的トイレ多機能トイレをの設置しますに努めます。老朽化による改修工事を

行う場合は、（移動）さらに利用しやすい多機能トイレとなるように、整備改修を図ります。

・  不特定多数の者が利用する建築物には、確認申請に合わせ障害のある人に使いやすく作るこ

とはもちろんのこと、誰もが使い易くするために「バリアフリー新法」「長野県福祉のまちづ

くり条例」 及び「長野市福祉環境整備指導要綱」を基本に助言していきます。

・  準公共施設における、ユニバーサルデザイン設置基準づくりを検討していきます。

・  障害者団体と関係機関、庁内各課とまちかど点検を実施し、誰もが住みやすいまちを実現し

ます。 
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身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者
（％）
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2 公共交通や道路、交通手段等の整備  

・  交通事業者等と協力して、自由通路や駅前広場の整備、エレベーターやエスカレーター等の

設置、歩道の段差の解消、駅ビル等周辺建築物との一体的整備等による歩行環境の改善など、

交通環境の整備を推進します。

・  視覚障害者用付加装置信号機の設置を推進します。

・  誰もが使いやすい道路にするため、移動の妨げとなる放置自転車、看板等の不法占拠物など

歩道上の障害物の撤去について、指導・啓発を進めます。

・  都市計画道路の整備に際し、歩道においてはバリアフリー化等、障害のある人に配慮した構

造に心がけるとともに、横断歩道の安全な横断ができるよう、関係機関と綿密な協議を行い実

施していきます。

・  歩道巻き込み部等の歩道段差解消工事を実施し、段差解消区間の延長を図ります。

・  バス路線図については、長野市公共交通活性化・再生協議会で取り組むバス IC カードの導

入の際に全戸配布し、ホームページは、「探しやすく」「見やすい」ように改善をしていきま

す。

・  市内で福祉有償運送を実施するに当たり、必要となる協議を行うため、引き続き、運営協議

会との協議を進めていきます。 

3 情報のバリアフリー化  

・  公共施設、街角、大型店舗などへのピクトサインの設置や写真による案内など、視覚支援の

充実を図ります。

指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続
やさしいまち

づくり事業

 障害者団体と関係各課でまちかど点検を行い、

緊急箇所の改善やバリアフリー化を推進してい

きます。

障害福祉課 

【けんり部会】

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

箇所数 3 箇所 ６箇所
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主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 啓発活動 

「バリアフリー新法」「長野県福祉のまちづく

り条例」及び「長野市福祉環境整備指導要綱」 に

より必要な届出について、建築主又は代理者に対

して催促を口頭や文書で行っています。 

建築指導課 

【けんり部会】 

廃止予

定 

長野駅車いす

使用者用トイ

レの整備 

車いす利用者用トイレを含むトイレ全体を市

民や長野市を訪れる方が気持ち良く利用できる

ように清潔の保持に努めています。 

衛生センター 

【けんり部会】 

継続 

市街地再開発

事業、優良建

築物等整備事

業 

民間が実施する市街地再開発事業と優良建築

物等整備事業について、「バリアフリー新法」に

基づく施設整備を助成支援し、高齢者や障害のあ

る人が円滑に利用できる施設を備えたまちづく

りに向けた取り組みを行っています。 

まちづくり推進課

市街地整備課 

【けんり部会】 

継続 

公衆トイレの

整備及び維持

管理事業

公衆トイレを新設に対してする際には、ユニバ

ーサルデザイン、バリアフリーに配慮した多目的

トイレの設置をし新法に則した整備に努め、オス

トメイトなどの機器を整備対応設備等も設置を

検討しています。既存施設に対しての改修等で

は、洋式便器にへの交換、手すり設置工事の施設

改修をしていますベビーシートやオストメイト

対応設備が設置可能か検討し、計画及び実施する

と共に、安全、清潔で良好なトイレ環境の提供に

努めています。 

衛生センター 

【くらし部会】 

継続 
新規公園建設

事業 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律」バリアフリー新法に基づき、特定公

園施設(園路、休憩所、便所、水飲み場等 12 施設)

について、整備・改修を行っています。 

また、新規開発の都市公園については、バリア

フリー新法等の法に基づいた施設整備を行って

いきます。

公園緑地課 

【けんり部会】 

廃止予

定 

長沼地区桜づ

つみモデル事

業 

河川等の水辺空間において、オープンスペース

事業他に余裕がある場合は、誰もが利用できる休

憩施設等の設置に努めています。 

河川課 

【けんり部会】 
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継続 

長野駅周辺第

二土地区画整

理事業 

都市計画道路及び区画道路の整備において、ユ

ニバーサルデザインの視点に立った、視覚障害者

誘導用ブロックの設置、交差点部における段差解

消ブロックの使用、無電柱化事業などの実施によ

り等に取り組み、安全で快適な歩行空間ネットワ

ークの連続性確保に努めています。 

駅周辺整備局 

【けんり部会】 

継続 
市有施設整備

への助言 

不特定多数の市民が利用する市有施設の建設

や改修については、障害当事者や介助者、支援者

などの意見を多角的に取り入れてユニバーサル

デザイン・バリアフリーに配慮し、整備していく

よう庁内各課へ助言を行っていきます。 

障害福祉課 

建築課 

【けんり部会】 

縮小 

交通施設バリ

アフリー化設

備等整備費補

助金 

バス待合所設

置事業補助

交通施設バリアフリー化設備等整備費補助金

高齢者や障害者等が移動する際の利便性や安

全性を高めるため、駅・バスターミナルなどの「旅

客施設」やバス・電車などの「車両等」のバリア

フリー化を促進するため、事業者が行う整備に対

しても補助を行っています。 

快適なパス待合環境を整備するため、バス停に腰

掛や屋根等を設置する事業に対しても補助を行

っています。

交通政策課 

【けんり部会】 

継続 
バリアフリー

新法の周知 

パンフレット等の作成を検討していきます。

バリアフリー新法を始め、障害者権利条約や障

害者差別解消法について、一体的に周知や理解促

進を図っていきます。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

縮小 
河川改修小規

模事業他 

河川改修工事等に併せて、車いす使用者や視覚

障害者の方にとって危険と思われる箇所の解消

に努めています。 

河川課 

【くらし部会】 

継続 

視覚障害者誘

導用ブロック

（点字ブロッ

ク）設置工事

「まちかど点検」等により街中の歩行者交通の

多い路線を中心に視覚障害者ブロック設置工事

(障害福祉課予算)を行い、ます。設置路線におい

ては、所定の効果が認められます。しかし歩道延

長に対して予算規模が小さいため、全市的に効果

を発揮するためには時間を要します。

今後も、障害のある人のニーズに適した視覚障

害者ブロック設置工事を実施していきます。

道路課 

【けんり部会】 

【くらし部会】 

継続 
道路・河川維

持補修事業 

車いすの方や視覚障害者の方にとって危険と

思われる箇所の解消に努めています。 
維持課 

【くらし部会】 
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継続 

北部幹線他都

市計画道路整

備 

都市計画道路の整備に際し、歩道においては規

定の幅員を満たすことのほか、車いすの利用等多

様な利用形態にも留意して、適切な幅員としてい

ます。 

また、構造的には点字ブロックの設置、交差点

部において段差解消型歩車道境界ブロックの使

用等、障害のある人に配慮しています。 

都市計画課 

【けんり部会】 

継続 
あんしん歩行

空間事業 

障害のある人・高齢者を含む全ての人が安全で

安心して通行可能な空間を目指して、歩道巻込み

部等の歩道段差解消を毎年実施しており、障害の

ある人だけでなく、自転車利用者にも好評を博し

てきています。 

しかし箇所数に対して予算規模が小さいため、

全市的に解消するためには時間を要するのが現

状ですことが課題です。 

道路課 

【けんり部会】 

継続 
舗装交安

小規模事業 

新設する歩道や歩道舗装の打換え時など等で

必要な路線には、視覚障害者誘導用ブロックを設

置していますが、。 

しかし、歩道延長も長いためく、周辺地域では、

未設置の路線も多いので継続して取り組んでい

きます。 

道路課 

【けんり部会】 

継続 
放置自転車対

策事業 

「長野市自転車等の適正利用の促進に関する

条例」で自転車等整理区域を定め、放置自転車等

の移動・整理を行っています。 

路上等への自転車の放置防止のため、平成 17

年４月に長野駅自転車駐車場の無料化を実施し

て、駐車場への駐車を誘導しており、放置自転車

撤去台数を約６割減少することができましたが、

依然として放置が見られる地点があるのが、課題

となっています。 

交通政策課 

【けんり部会】 

継続 指導啓発 

定期的にパトロールを実施し、指導しています

が、数ヶ月経過するとまた、を行うことで一定の

効果を出しています。しかし、日数の経過にとも

ない、看板や自転車が歩道にあふれでしまうのが

課題となっていますため、今後も継続してパトロ

ールや指導啓発に取り組んでいきます。

監理課 

【けんり部会】 
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廃止済

生活路線バス

低公害車車両

購入費補助 

（ノンステッ

プバスが必須

条件 

ノンステップバスの新規購入にあたっては、通

常両購入価格との差額について、国・県・市で協

調補助を行っています。(平成 21年度実績：5台)

公共交通機関の利用者減少が事業者の経営を圧

迫し、新規パス購入に対する投資が進みにくい環

境にあるのが課題となっています。 

交通政策課 

【けんり部会】 

継続 

運転免許取得

助成及び自動

車の改造補助

事業 

身体障害者の社会参加の促進を図るため、自動

車の改造補助事業車の改造・運転免許取得に要す

る経費を補助しています。 

障害福祉課 

【ともまち会】 

継続 

バス路線図の

作成・配布、

ホームページ

への掲載 

長野市内バス路線図については、路線等の改定

時期に合わせて、数千枚程印刷し、作成、発行し、

本庁・支所窓口にて配布しています。 

また、ホームページにはでは路線図とともに、

市バスの時刻表も掲載中ですしています。 

しかし、路線図は市全域を表示するため、の文

字等が小さいことに加え、路線が多いため混みあ

っての複雑さから見辛い面があるの部分の改善

が課題となっていますです。 

交通政策課 

【しごと部会】 

【ケアマネ】 

継続 
リフト付きバ

ス運行事業 

公共交通機関を利用することが困難な重度障

害者の移動手段の一助として、障害のある人の社

会参加の促進が図られています 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【しごと部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 
福祉有償輸送

運営委員会 

自家用車による有償運送の登録制度が創設さ

れ、地域のタクシー事業者等との合意により、移

動困難者の移送サービスの選択肢が広がってい

ます。 

障害福祉課 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

新規 

ユニバーサル

デザイン推進

体制の構築 

ユニバーサルデザインの推進のため、情報の共

有等に関して検討し、庁内連携を図っていきま

す。 

障害福祉課 

【ともまち会】
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２ 防犯・防災・災害

現状と課題 

1 防犯  

・  近年、情報化社会が進んでいることから、障害のある人もインターネット等の犯罪に巻き込

まれるケースや商品購入やサービス発注で、情報がないことで、断りきれず契約してしまうケ

ースなど、様々な被害が起きています。本人が分かりやすい情報提供と学習の機会を作る必要

があります。 

 2 防災  

・  最近の異常気象による大雨や台風、地震、火災などにおいて、高齢者・障害のある人の被害

を最小限にすることが課題となっています。災害に対する準備は事前にできることも多いこと

から、障害に応じた事前準備を推奨していく必要があります。個人の意識啓発も含めて、防災

対策を浸透させていく必要があります。

・  障害のある人が避難所を利用する際は、移動しやすい通路、利用しやすいトイレなど、避難

生活を送る際に、不便を強いられることの無いよう、避難所の充実も必要になっています。

あなたには、急病などの緊急時や地震や台風などの災害時に手助けをしてくれる人が 

身近にいますか。 

いる

68.0 

いない

14.6 

わからな

い

12.8 

無回答

4.5 
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あなたは災害時を想定した場合、どのような不安がありますか。（複数回答） 

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 防犯  

・  消費者被害に関する学習など、障害のある人が解りやすい出前講座などの充実を図り、また、

トラブル予防ガイドを作成し、本人や関係者を対象とした啓発を行います。

・  障害のある人や家族、支援者を対象とした見守りを強化するとともに、消費生活相談体制の

向上を図ります。また、成年後見制度の活用や、法テラスなどの利用周知を図ります。

・  教育委員会の不審者情報のような、被害防止メールの配信を検討します。

2 防災  

・  障害者防災計画や要援護支援者台帳を活用し、各地域での避難計画づくりを促進し、個々の

人へは「わたしの避難計画」の作成を促進します。また、火災予防啓発については、広報なが

の等により引続き啓発していきます。

・  障害のある人も積極的に団体や事業所で学習する機会の推進と、防災教室など解りやすい出

前講習の開発を推進します。

・  住民自治協議会と障害福祉関係者との連携を図り、民生・児童委員や心身障害者相談員、各

種当事者団体、住民自治協議会など地域住民との関係づくりを強化し、防災対策をしてきます。

・  災害時における応援協定については、未締結の入所施設及び新規施設に、今後も引き続き応

援協定の締結を目指します。また、締結されている施設について地域応援協定に基づく災害対

応訓練の実施を更に指導していきます。

・  福祉施設は福祉避難所として使われることを想定し準備を促進します。また、災害ボランテ

ィアセンターを設置した時に福祉関係者窓口を設置します。また、自宅型の自主避難所との連

携と事前登録制度、住民自治協議会であらかじめ自習自主避難所を想定することも検討します。

・  旅館などを避難所として借上げる協定づくりを検討していきます。

0

10

20

30

40

50

60

自
力
で
避
難
で
き
る
か
ど
う
か
不
安

身
寄
り
が
な
い
の
が
不
安

情
報
を
得
る
手
段
が
な
い
の
が
不
安

安
否
確
認
を
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と
が

不
安

ど
ん
な
行
動
を
と
っ
た
ら
よ
い
か
、
わ
か
ら
な

い
の
が
不
安

必
要
な
医
療
が
確
保
が
で
き
る
か
不
安

避
難
所
が
わ
か
ら
な
い
の
が
不
安

避
難
生
活
に
お
い
て
、
介
助
者
や
協
力
者
が
い

な
い
と
不
安

避
難
生
活
に
お
い
て
、
団
体
生
活
が
で
き
る
か

不
安

避
難
生
活
に
お
い
て
、
金
銭
的
な
面
で
不
安

避
難
所
の
設
備
に
つ
い
て
、
不
便
が
な
い
か
不

安

そ
の
他

無
回
答

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者
（％）



125 

指標設定事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続
災害時におけ

る応援協定

 障害者福祉施設等における災害時の安全を確

保するため、入所施設を主体として地域との応援

協定締結の促進を図っています。

消防局予防課 

【くらし部会】

主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
広報啓発・出

前講座 

トラブルを未然に防止するためには、家族や周

りの人が日頃から様子を気に掛けて見守り、消費

生活センターからの情報提供と、地域の関係者の

連携が必要です。また、相談に対しては、クーリ

ング・オフ制度を含む契約の解除手続きの助言、

指導を分かりやすく説明するとともに、相談体制

の強化、相談員の資質向上と、祝休日における相

談窓口の周知を徹底します。

市内消費者団体や長野市くらしの安心サポー

ターとの密接な連携を強化し、消費者被害の未然

防止に取り組んでいきます。また、相談員のレベ

ルアップのために積極的に研修に参加し、相談体

制の強化を図っていきます。 

戸籍・住民記録課

【ともまち委】 

【ケアマネ】 

指標 
平成 26年度 

基準値 

平成 32年度 

目標値 

施設数  90 施設 施設 

集 計 中 
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継続 
火事をなくす

る市民運動 

音声による 119 番通報が困難な聴覚・音声・言

語機能障害の方ある人には、障害福祉課にてで登

録しすることで、緊急時に FAX、携帯 Eメールに

よる緊急受信体制の確立がなされてが整います。

(緊急通報 FAX カードは、消防局 FAX 番号を「119」

に統一し、手話通訳者要請の有無について記載、

通訳者を要請場所に派遣できる体制を確立して

いますです。) 

 現在、広報ながのに消防だよりとして年 3回特

集を組み火災等予防啓発を行っています。 

消防局予防課 

通信指令課 

【くらし部会】 

継続 
緊急通報装置

設置事業 

一人暮らしの高齢者、重度身体障害者等に対

し、緊急通報装置を貸与し、緊急時の通報を受信

するセンターを設置して 24 時間の監視体制を整

え、緊急事態の発生に即座に対応します。 

障害福祉課 

高齢者福祉課 

【地域いこう委】

【くらし部会】 

継続 
避難行動要支

援者支援 

避難行動要支援者台帳の整備 

住民自治協議会、民生委員等と地域との協力体制

の整備 

「6575 歳以上の一人暮らし世帯」「要介護 3以

上」「障害者手帳等交付者の一部」「特定疾患等難

病患者のうち重症認定者など」を対象に災害時要

援護者支援事業を開始し、体制準備等が整った地

区へ市から対象者リスト(同意者のみ)を配布し、

地区防災関係者と本人によるの避難行動要支援

者名簿(同意者のみ)を地域防災関係者へ提供し、

個人ごとの避難支援計画の作成などを実施して

いますを進めていきます。 

福祉政策課 

危機管理防災課 

【地域いこう委】

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 
災害時避難所

一覧作成 

バリアフリーや障害のある人が利用しやすい

トイレの設置状況が明記された避難所の一覧表

の作成をしていきます。 

危機管理防災課 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 
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第２節 地域生活の推進

現状と課題 

１ 地域生活の推進 

・  ボランティア講座を開設しても参加者の人数が少なく実際の活動に結びつかないため、地区

ボランティアセンターとの連携が必要となっています。

・  ボランティア活動の内容としては、障害のある人とのふれあい・交流活動や話し相手を望む

人が多くなっていることから、ニーズに対応できる活動を充実する必要があります。

・  市民アンケートをみると、福祉関係のボランティア活動を全くしない人は全体の 70%強です

が、「できれば活動したい」という人が 40%強で、実際の活動につなげる仕組みづくりが必要

になっています。

・  現在ボランティア活動をしている人の年齢をみると 60 歳代、70 歳代が多く高年齢化してき

ており、 長野市ボランティアセンターや市教育委員会、学校教育（検討）との連携し、地域

住民などへボランティア への参加を呼びかけ、活動の活性化が必要となっています。

今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

１ 地域生活の推進 

・  ボランティア活動は、「ふれあい、交流など」を中心とした活動を通してボランティアも障

害のある人もお互いに学び、助け合うという共生の理念に立脚し、誰もが安心して生活ができ

る地域作りの上で重要な役割として位置づけていきます。

・  各地区ボランティアセンターとの連携強化を図り、福祉施設の中などに「まちの縁側」「サ

ロン」 的な機能を有し、地域住民と障害のある人が気楽にふれあえる拠点づくりを展開しま

す。

・  ライフステージの早期（小、中学生）からボランティア活動や障害のある人との交流を含め

た交流活動の体験を通して、意識の高揚を図っていきます。具体的には、市ボランティアセン

ター事業の福祉教育、ボランティア学習の普及、支援事業の強化を図ります。

・  障害のある人にやさしいまちづくりを展開するため、プライバシーに配慮し、障害のある人

と市民とのふれあい交流の機会・イベント等、活動全般に関する情報の発信を推進します。
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主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
市民公益活動

団体の支援 

各種団体からの情報を収集し、機関紙やブログ

等で広く市民に発信していますが。しかし、障害

者団体や個人のプライバシーの関係もあり積極

的に情報発信しにくい面ことが課題となってい

ますです。 

地域活動支援課 

【地域いこう委】

【くらし部会】 

継続 

新たなボラン

ティア拠点づ

くり事業 

まちの縁側づくり事業や地域福祉ワーカーへ

の支援を通じ地区の拠点づくりを推進していま

す。しかし、財源や場所について充分整備できて

いない点が課題です。 

福祉政策課（社協）

【地域いこう委】

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 
地域福祉推進

事業 

既存の市有施設を活用して地区の地域福祉推

進拠点の整備を推進していますが、建設に当たっ

てそうしたスペースは想定されていないため、確

保が困難な地域があります。スペースの確保が課

題となっています。

福祉政策課 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 

ボランティア

センター事業

（V コーディ

ネート、V 情

報センター事

業等） 

ボランティアセンターを開設し、3人に 1人が

ボランティア活動をするまちづくりを目指し相

談支援や各種講座を実施しています。時代ととも

にボランティアが多様化しているため新しい層

の開拓や専門的な課題への取り組みが必要とな

っています。 

福祉政策課（社協）

【地域いこう委】

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 

継続 

ボランティア

コーディネー

ター養成研修

事業 

毎年度、通年で養成講座を実施しています。年

間約 15 回程度開催し、1000 人を超える以上の参

加者を得て数規模で実施しています。今後は、養

成講座終了後のフォローアップ等が必要です。 

福祉政策課（社協）

【地域いこう委】

【けんり部会】 

【かつどう部会】

【くらし部会】 
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第３節 コミュニケーション支援の充実 

現状と課題 

1 情報提供方法の改善  

・  コミュニケーション障害等の様々な障害のある人は、それぞれに応じた配慮が必要ですが、

まだ効率的な方法が確立されていない状況であり、コミュニケーションの支援方策について、

早急な検討が必要になっています。

・  長野市障害福祉推進のためのアンケートでは、視覚障害者からは、「外出時にガイドがいな

いと入れない場所が多く不便」、「市から文字情報での郵便物が届く」「市報の音声版がない」、

「点訳ボランティアが不足している」、聴覚障害者からは、「緊急災害のお知らせ装置がない」、

「公的な講座等に 要約筆記がいない場合がある」、「様々な福祉制度があるが、利用の仕方

が分からない。相談先も分からない」、車いすの利用者からは、「公共の建物の車いすトイレ・

スロープ等の設置情報がないので、外出しにくい」などの意見がみられるほか、「災害時に一

人で避難できるか不安」、「ホームページによって拡大文字・読み上げソフト対応がない」、

「情報の入手に、ホームページや FAX、資料提示などが有効なので、使い方などの学習の機会

がほしい」など意見や要望が出されています。

2 コミュニケーション支援の充実  

・  手話通訳・要約筆記の派遣事業はありますが、派遣できる内容が決められています。

・  聴覚障害者が気軽に相談できる場が不足しています。

・  知的障害者のコミュニケーション支援については、一人ひとりの状況に差があり、共通の支

援は難しいものの、ピクトサイン※lや絵カードの活用など、ある程度誰もが分かりやすい情報

提供の方法については、社会のいろいろな場面でもっと活用していく必要があります。

・  各種会合や広報誌などで、知的障害のある人の社会への参画を意識した配慮が不十分となっ

ています。会議でのコミュニケーションサポーターの配置などが必要になっています。

・  多くの知的障害のある人にとって、文字や話し言葉の理解が困難ということに加えて、大量

の情報の中から必要な情報を取捨選択することが困難なため、インターネットや携帯電話など、

便利であるはずの情報媒体が知的障害者の財産を奪う道具になってしまっています。身近にい

る人がきちんとした情報を個々に分かりやすく伝えていく必要があります。
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今後の施策の方向性（10５年後の目標） 

1 情報提供方法の改善  

・  障害のある人に対する情報保障のための行政の配慮についてのガイドラインを作成し、公共

施設で実施していきます。

・  職員の対応マニュアルを作成して研修を行い、障害のある人への適切なサポートと情報提供

を行なえる環境を整えていきます。

・  個別のニーズに応じた情報提供の方法等を把握し、音声誘導装置・誘導ブロック・触知案内

板の設置、長野市でが発行するパンフレットや広報誌の SP コード※2 の推進、点訳、音訳ボラ

ンティア養成事業の実施、視覚障害者でも簡単に利用できるホームページの構築、緊急を知ら

せるパトライト、字幕情報設備の整備、カメラ付きエレベーターの設置などを目指していきま

す。

・  公共施設のパンフレット等にトイレの情報（車いす対応やオストメイト、多機能トイレなど）

やスロープの有無などについての記載を推進します。

・  利用者の方の意見・要望を聞き、サービスガイドの作成、点字広報の発行、障害福祉関係者

と連携し、配布希望者の把握を適時行っていきます。

2 コミュニケ-ション支援の充実  

・  手話通訳・要約筆記者を養成し、人材を確保するとともに、市が主催する講演会には、でき

るだけ手話通訳・要約筆記者を配置し、障害のある人がコミュニケーションできる環境を整え

ていきます。 

・  公共施設、街角、大型店舗などへのピクトサインの設置や写真による案内など視覚支援の充

実や、 コミュニケーションボード・コミュニケーションカードの普及を図り、分かりやすい

公共サービスの仕組みをつくります。

・  当事者の権利を守るために支援するアドボケイトやファシリテーターの育成を推進するほ

か、相談支援事業を充実し、権利擁護システムを構築していきます。
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主な事業 

区分 事業内容 事業の内容及び課題と方針 
担当課 

【障害ふくしネット】

継続 
サービスガイ

ド発行 

障害者福祉制度やサービス内容を記載した SP

コード付のサービスガイドブックを年 7，000 部

印刷発行し、手帳所持者及び施設等支援関係者に

配布しています。 

障害福祉課 

【ケアマネ】 

継続 

点字広報、長

野市公式ホー

ムページ 

「点字広報」は、広報ながのの掲載内容を点訳

して発行し、配布希望者に送付しています。 

また、「長野市ホームページ」では、文字の大

きさや配色の変更、音声読み上げソフトへの対応

など等、障害に関係なくの有無に関わらず、誰も

がでも利用しやすいよう易いよう、アクセシビリ

ティに配慮して作成しています。 

広報広聴課 

【くらし部会】 

【ケアマネ】 

継続 

点字図書・録

音 図 書 （ Ｃ

Ｄ・カセット

テープ）の貸

出し、拡大読

書器の設置、

対面朗読 

北信地域に在住又は長野市内に通勤通学する

視 覚障害者の方に、点字図書・録音図書を郵送

で貸出しています。 

 弱視者の方の利用に拡大読書器を 2台設置し

ています。また、来館の視覚障害者に対してボラ

ンティアによる対面朗読を実施しています。 

今後は、点字・録音図書については、自館作成

図書を充実させ、他館との相互貸借を活用するこ

とにより、さらに貸出数を増やすよう努めていき

ます。

長野図書館 

【けんり部会】 

【くらし部会】 

継続 

手話通訳者・

要約筆記者パ

ソコン要約筆

記者派遣事業

手話通訳・要

約筆記通訳者

養成事業聴覚

障害者向け相

談事業要約サ

ポーター養成

事業 

長野市に在住する聴覚、音声機能又は言語機能

の障害のある方に対して手話通訳者及び要約筆

記者、パソコン要約筆記者を派遣しています。 

手話通訳者等派遣事業の範囲の検討、聴覚障害聴

覚障害者向け相談事業者情報センターに相談業

務の機能の設置、発達障害など言葉より視覚から

の情報がわかりやすい子人に対する支援サポー

ターなどが課題となっています。 

障害福祉課 

【けんり部会】 

【こども部会】 
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拡充 
情報バリアフ

リー事業 

情報保障のための行政の配慮についてのガイ

ドラインを障害種別に作成、マニュアル化し、公

共施設で実施します。 

 ニーズに応じた情報提供の実施をします。ま

た、障害者差別解消法等を基に「合理的配慮」の

対応を含めた職員対応マニュアルを作成すると

ともに、職員研修を行います。

障害福祉課 

【けんり部会】 

継続 

点訳・音訳ボ

ランティア養

成事業 

ボランティアグループの支援のため点訳・音訳

ボランティアの養成を推進します。 
福祉政策課（社協）

【くらし部会】 

新規 

コミュニケー

ションボード

の設置 

当日及び期日前投票所にコミュニケーション

ボードを設置し、投票しやすい環境を目指してい

ます。 

選挙管理委員会事

務局 

【けんり部会】


